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サファグィ ー朝支配下の型地マシュハド(守JII)
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【要
約
】

一
五

O
一
年
、
ィ
ラ

γ
で
は
シ

l
ア
派
信
仰
を
掲
げ
る
サ
フ
ア
グ
ィ

1
朝
が
成
立
し
、
イ
ラ
ン
に
シ

I
ア
派
化
の
問
題
を
投
げ
か
け
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
シ

I
ア
派
化
が
進
行
し
、
当
時
の
社
会
は
ど
の
よ
う
な
状
況
変
化
の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
如
き
問
題
関
心
か
ら
、
シ
!
ア
派
化
の
先
駆
け
と
も
な
る
シ

1
ア
派
型
地
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
焦
点
を
あ
て
、
こ
の
型
地
に
対
し
て
サ
フ

プ
ヴ
ィ

l
朝
政
権
の
行
っ
た
諸
政
策
、
及
び
都
市
の
有
力
者
胞
の
変
化
を
検
討
す
る
。
そ
の
結
果
、
γ
l
ア
派
政
権
と
一
一
一
イ
マ

l
ム
派
シ
1
ア
派
ウ
ラ

マ
l
壱
中
心
と
し
た
有
力
者
層
が
連
携
し
て
都
市
の
シ

l
ア
派
化
を
促
進
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
と
同
時
に
、
サ
フ
7
グ
ィ

l
朝
ジ

I
ア
派
信
仰
の

特
徴
で
あ
る
呪
誼
行
為
が
、
イ
ラ
ン
の
シ

l
ア
派
化
に
際
し
問
題
と
な
り
、
マ
シ
ユ
ハ
ド
に
お
い
て
は
ス
ン
ナ
派
政
権
シ
ャ
イ
パ

l
y
朝
に
よ
る
一
六
世

紀
末
の
大
惨
事
の
主
悶
と
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

史
林
八
O
巷
二
号

一九
九
七
年
三
月

lま

め

じ

イ
ラ

y
東
北
部
の
ホ
ラ

l
サ
l

y
州
に
位
位
す
る
マ

γ
ュ
ハ
ド

冨
S
F
F
E

は
、
第
八
代
イ
マ

I
ム、

ア
リ

1
・
ア
ッ
リ
ダ

l

(
ベ
ル
シ
ア

語
で
は

ν
ザ
l
)
『〉
Z

F
・
冨
宮
市
開
巴
回
目
4

M

H

(

八
一
八
年
没
)
の
殉
教
地
で
あ
る
。

こ
の
地
は
彼
の
基
廟
(
以
下
、
レ
ザ
i
廟
と
呼
ぶ
)
を
中
心
に
発

展
し
、
今
日
で
は
多
く
の
露
出
問
者
が
訪
れ
る
イ
ラ

y
最
大
の

γ
l
7
派
型
地
と
な
っ
て
い
る
。

今
日
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
発
展
の
礎
は
、

一
般
に
、

シ
1
7
派
を
闘
教
と
し
て
採
択
し
た
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
(
一
五

O
一
ー
一
七
二
二
)
に
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、

サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
期
の
マ
シ
晶

ハ
ド
を
扱
っ
た
本
絡
的
な
研
究
は
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
為
さ
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①
 

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
成
立
当
初
(
一
六
世
紀
)
の
マ
ジ
ュ
ハ
ド
は
、

サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
制
研
究
史
上
の
問
題
、
特
に

イ
ラ

γ
の
γ
l
7
派
化
を
考
え
る
上
で
、

極
め
て
重
要
な
考
察
対
象
と
な
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。

本
論
に
先
立
ち
、

一
六
世
紀
の
マ

γ
a
ハ
ド
の
政
治
状
況
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
羽
成
立
後
の
一
六
世
紀
初
頭
、

そ
れ
ま
で

サ
フ
ァ
ヴ
ィ

1
朝
と
ウ
ズ
ベ
タ
族
の
シ
ャ
イ
パ

l
y
朝
(
一
五

O
Oー
一

申

数
年
ご
と
に
両
政
権
の
支
配
を
交
互
に
経
験
し
た
。

ス
γ
ナ
派
政
権
の
テ
ィ
ム

l
ル
籾
支
配
下
に
あ
っ
た
マ

V

晶
ハ
ド
は
、

五
九
九
)
の
ホ
ラ

1
サ
l
γ
を
巡
る
攻
防
に
巻
き
込
ま
れ
、

一
五
三
二
年
に
ウ
ズ
ベ
ク
軍

が
撤
退
す
る
と
、
そ
の
後
半
世
紀
の
問、

こ
の
地
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
が
支
配
し
た
が
、

一
五
八
八
年
に
は
、
シ
ャ
イ
パ

I
γ
朝
の
君
主

メ

σι

〉
=
判
F

H内
F
刷
ロ
が
へ
-
フ
l
ト
征
服
後
に
佼
攻
し
、

翌
一
五
八
九
年
、

マ
シ
ュ
ハ
ド
を
占
領
、
以
後
十
年
間
支
配
し
た
。

一
六
世
紀
の
マ

γ
品
ハ
ド
の
政
治
状
況
は
上
述
の
如
く
で
あ
る
が
、

一
六
世
紀
の
初
頭
と
一
六
世
紀
の
末
で
、

シ
ャ
イ
パ

l
γ
朝
の
マ

Y

ュ

ハ
ド
占
領
時
の
対
応
は
大
き
〈
異
な
っ
て
い
る
。

一
六
世
紀
初
頭
に
は
、

シ
ャ
イ
バ

l
γ
制
君
主

-C
F
3
己
〉
=
hHF
H内
FMHMM

は
、

こ
の
型
地

マ
Y

品
ハ
ド
の
軍
人
階
級
で
あ
っ
た
キ
ジ
ル
パ

l
シ
誌
の
み
を
殺
者
し
、
型
地
の
住
民
に
対
し
て
は
何
ら
危
誌
を

mw 

加
え
る
こ
と
な
く
、
征
服
後
、
有
力
者
の
土
地
税
を
も
軽
減
し
た
。

を
征
服
す
る
に
当
た
っ
て
、

さ
ら
に

d

F
S

、ι
〉
=
hw
F

R

F
h開四
回
や
先
の
君
主
で
あ
り
シ
ャ
イ
パ

l
γ

れ朝
ての
い:(iIJ
る@設
。者

で
あ
る

u> 
E 
9 
可
cr' 
~， 

2 

~ 
F 
~， 

E 

ら
カず

γ
1
7
・
イ
マ

l
ム
の
基
廟
で
あ
る
レ
ザ

l
廟
に
参
詣
し
て
い
た
と
い
う
事
実
も
指
摘
さ

し
か
し
、

一
六
世
紀
末
の
侵
攻
同
に
は
、

γ
ャ
イ
パ

l
y
制
下
の
ス

Y

ナ
派
ウ
ラ
マ

I
は
マ

γ
具
ハ
ド
住
民
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
フ
ァ
ト

ヮ
ー
を
送
付
し
た
。

醜
悪
な
る
シ

1
7
の
柴
田
が
行
い
述
べ
て
い
る
こ
と
は
風
間
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
l
ム
と
信
仰
の
民
の
範
峨
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
不
信
心
者
た
ち
を
殺
害
し
、

彼
ら
の
財
産
を
略
奪
し
、

庭
園
や
耕
地
や
家
屋
を
鋭
き
つ
く
し
荒
廃
さ
せ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。

〉
σ
σ
mHω
一

H

H
D戸
]

ウ
ズ
ベ
ク
隼
は
こ
の
フ
ァ
ト
ワ

l
に
基
づ

い
て
マ

γ
ュ
ハ

ド
に
佼
攻
し
、
ま
ず
キ
ジ
ル
バ

1
シ
ュ
恕
と
戦
っ
た
。
そ
し
て
レ
ザ

l
廟
に
逃
げ
込

時

〆

2 (1日〉



サファグィー朝主配下の聖地マジユハド{守}II)

年表 16世紀のマシュハド

マシュハド聞.iili町出来事 マシュハ ドのハーキム

15∞巴 Muhamn叫 MuhsinMirza I 
15田 ShaybaniKh如による征服 15四回 SayyidHadi旧 waja

15聞 Shaybani Khan.レザー馴書館

1510 Isma'j]ホラーサーノ遠征町通上で征服i レザー納書詣 1510図Al)madseg 出向10

1512 抽 madscg 対シャイパーンQ}li宣征に書}J11 1512 不l'E

15日・Ubll}'dA)lah Khiinの侵攻，lHeは進んで服従 1513自UbaydA11山 n
Isma'il，ホラーサーン迫征にて専問 ĥm日dSultan Mshar ? 

1524 Isma・il死去.Tahmasp叩位 1522回目白 Sul!anTakL:alii 

1525 Ilu而nSullan，宮廷に赴ι盟ij:.融托 1525 {息子に委ねる)

1526 'υ加ydAllah Khanの侵攻。数カ月の包凶の末征服 1526回Chaghataysahadur 

1528 Tahm5spの掠 l主ホラー<} ノi釘i[によりウズベク車 1528図λghziwarSul!an Shamlii 

柑迅 Tahmasp，レザー剛書館

1529 ‘Ubayd Allah Khanが再度li[郎監百人町キジルバ 1529回 9
ンュを殺笹 白Ub，同 A1l5h，レザー刷書簡

1530 Tahmasp町レ出ザ2ー主熔連主Tにより ワズベクil[lRt温 1530函M四回haSul!an U到着ijlu

Tahmasp， 廟書館

1531 ウズベク践のアミールたちの侵攻 1531図 9
Mantasha Sultfm， t{:i!H長官廷に百l換される

1532 'A凶 al.'AzIzKhan Uzbckが数千騎のウ1ベク車と 1532 t一!:!J'Abd ~.'Aziz)<hãn 
駐留 Tahmaspの節3主迫征を !日lき。胤過 Shah Quli Sul!an Ust司lu

1534 Tahmasp.レザー刷のドームを改修 1534団事面白yan貼 alifaRuml日

1535 ‘FlUiib軒ayd Allah Khiin町民J)!:，明日yanKhaliraの聾子が 1535 (息子に垂ねる)

1536 'Ubayd AlIah Khanは椛服を企図するも Tal町市pの

進軍{前 409<遣征)を知り揃迫

1537 Tahmasp，週柾の帰路.レ<J'->>llにて普嗣 1537 Ya'qilb Sul!an Ust可lu

1540 ・UbaydAlIah Khan死去

1544 ムガル制の '-lumayun.レザー助l寄柿 ヲ Shah Quli Sul!an USlajlul1 

1545 Din MuhalTUl1ad Khiin Uzbckの佼止. :~d 日で撤退

1549 sahram Miruiの遺体を レリ 刷にJm弊

l PMKhhk山 川 l叫叫吋書簡 1551 • Ali Sul!an Dhu a1.Qadr 

1555 7マシヤのMi! 1555 Has田 SultanRumlU 

3 (169) 



企
開

U
H
--
u-M
'Jリ
リ
企
周

λ 

ーム

ISS7 Sultiin Muh:unmad MiFl .. i，レザー帥l害時 1556 Sultan Ibrahim Miロ昌

イラズムのスルタン レO.レザー刷書桁 <Ahmad Sultan Afshar> 

1558 Sarn Mirlii，レザー附創日

1562 S面 1Mirza，マシヰLハド抗措を聾望

Sul!an 1:lusayn Mir.品。レザー刷害指 1563 Pir Ghayb SUI!an USlajlu 

15臼 I可rMuh自an立mしdたKhan Uzbckが日攻するも帰還
近郊に侵 ‘Ali Sultiin Uzbck を，~辺

1
15師 Sultan Jbrahim Miロ五

1567 'AIxl Allah Khan Uzbckのホラーサーン院攻 Shah ¥Vali Sullan DhLi 
al.Qadr 

1571 マシュハドの王子ら， 's'珪に百l換される

1574 、，ValiKhalira ShamlLi 

1576 T油masp死去， Ismii'il 11 J!1l時こJJI[
Tahmaspの迎刊、をレ<Jー刷』 葬 1576 Murta~ã Quli Khan Pumak 

Turkman 

1577 Ismii'il 1I 死去， Suhan Muhammad J!II位，

1578 lsma'il 11に積書された王子らの遺体をレザー廟に埋葬

1alal Khan Uzbck の世立， Murlil~ã Quliが車j!，!

1580 ・AliQuli Khan Shiimlu， Muのrsfhまitll拙QiHt』115ullhUS15jla 
らの促在監カ月川町包山l

1581 ‘Ali Quli Khiinらの世立.マシュハド荒肥

1583 Sul!an Mu~ammad とがl統lam治u41 MIE12.レザ跡l害賠 1583 Salman Khan 
Murshid Quli Khan 怖を SabniinKhanから奪 <Shatl Quli SuI!an 
l血0・Abbasの名でフトパを詠みf シッカを岳行 u..語ijlLi>21

Murshid Quli阻lanUsl司"

15附白AbbasMirzaを辿れた二‘A王H子QをUIttEkflh}aL nが侵Jfl.
Murshid Quliはr"r..;眠中I:.:FF1:4!H!} L， I!lIf.立させる

1587 Murshid Quli Khan. 'Ahbasを辿れてカズヅィーンに 587 Ibrahim Khan .UsI司lu
進耳'.‘Ablx"isプJメ，1ィーンに℃れ111;1

15KK 'Abd Alliih Khiin Ul.bck の日立 2カJJII日町包聞の佳 588 Ummat Khan Ustajlii 

拙:illホラ サーン サi入'if岨司iすi副るt 
'Abbiisはマシーハドに iJ'， i!!lilJ 

1589 'Abd al.Mu'min KhfUl Uzbckの世立並カ月 If:Jの也回 589回 貼udayN~ si 
の佳に占領。且桂10年川J~ 守イパー μYJJ支配

1596 T油 maspの遣刊、をレ<)一周jから轄す 9 回 A同a1，Muhammadsi 

1:'i98 ‘Ahc.l Allah Khanと 'Abdal.Mu'min Kha口組去 1598図BiidaqKhan Chig副
'Abbiis，マシュハド入拙，レザー同lに書荷

i 担史科として吊げた~~I1!料に依拠し作成.
。固 =~J フ γ ヅイー咽l 回=ウズベク族(シャイパーン申)) 閉 =テイムール明I
く〉内は師NU1i1同職に就任していた首であり 実質上町統治者。

1) 951/1544年の llumiiyun来初叫のマシ，ハド統治者。 A[da/のみ、 Jghutseg Us向lu

と記すIA臼 .1，1I:123al。
::!) Sh副 QuliSullan fj:、 S，，[miin制加の師同日にはあったが、ジャームの統治植を与

えられており、マシJ ハド統治には介入Lなかった.
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ん
だ
キ
ジ
ル
バ

l
y
よ
半
を
追
撃
す
る
と
同
時
に
、
同
じ
く
廟
内
に
避
難
し
て
い
た
サ
イ
イ
ド
や
ウ
ラ
マ
ー
な
ど
の
住
民
を
含
む
数
千
人
を
殺

害
し
た
。
そ
の
後
、
三
日
間
の
略
奪
期
聞
を
設
定
し
、

レ
ザ

l
廟
の
財
産
を
略
奪
し
た
。

こ
の
よ
・
つ
に
、

一
六
世
紀
末
の
ウ
ズ
ベ
ク
寧
の
マ

γ
品ハ

ド
に
お
け
る
征
服
時
の
対
応
は
、

一
六
世
紀
初
頭
の
対
応
、
す
な
わ
ち
キ
ジ
ル
バ

ー
γ
よ
阜
の
み
を
攻
撃
対
象
と
し
、
サ
イ
イ
ド
を
中
心
と
し
た
マ
シ
晶
ハ
ド
の
有
力
者
を
尊
重
す
る
と
共
に
、

レ
ザ

l
廟
に
も
参
詣
す
る
と
い

う
穏
当
な
対
応
と
は
様
相
壱
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

シ
ャ
イ
パ

l
γ
朝
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
お
け
る
征
服
時
の
対
応
が
大
き
く
異
な
っ
た
の
は
何
故
か
。
こ
の
聞
い
に
対
す
る
解
答
を
得
る
た

め
に
は
、
半
世
紀
に
亙
っ
て
マ
ジ
品
ハ
ド
壱
支
配
し
た
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
l
朝
政
権
に
よ
る
宗
教
政
策
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
マ
シ
z

ハ
ド

の
滞
状
況
の
変
化
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
に
サ
フ
ァ
グ
ィ

l
湖
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
支
配
の
実
態
を
、
サ
フ
ァ
ゲ
ィ

l
朝
が
行
っ
た
軍
事
的

・
経
済
的

庇
護
政
策
、
及
び
そ
の
他
の
諸
政
策
の
点
か
ら
考
察
す
る
ロ
次
い
で
一
六
世
紀
に
新
た
に
移
住
し
て
く
る
ウ
ラ
マ

l
府
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の

サプアグ， -朝支配下の型地マシュハド(守H日

都
市
社
会
の
変
化
に
視
点
を
移
し
、
彼
ら
に
よ
り
マ

γ
z
ハ
ド
の

γ
1
7
派
化
が
促
進
さ
れ
た

こ
と
壱
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
当

時
の
サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
の

γ

l
ア
派
信
仰
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
も
言
及
し
つ
つ
、
日

γ
1
7
派
化
の
進
ん
だ

マ
シ
ュ
ハ
ド
へ
の
‘
〉

σ巴
〉

=hp
H内
F
MZ
率
い
る
ウ
ズ
ベ
ク
牢
の
侵
攻
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

本
稿
に
よ
っ
て
、
現
代
に
繋
が
る
イ
ラ
ン
の

γ
1
7
派
化
に
お
い
て
、

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
次
第
で
あ
旬。

サ
フ
ァ
ヴ
ィ

1
制
が
果
た
し
た
役
割
と
そ
の
意
義
の

一
端
を
明
ら
か

①

マ
シ
ユ
ハ
ド
の
歴
史
地
理
E
び
レ
ザ
I
廟
の
各
控
肩
車
物
な
ど
の
紹
介
と
し
て
、

〉

hv
E
-
z
g
-
P
勾泊、

rgRa三
刷
、
札
制

N凶
z
b
b
s
a
M寸
a
g匂
q
h
u
a忍句、，
m

苧明主
Aqsh
'

さ
旦
守
"
ヨ
骨
E
・
Z
Z
T
H
E
E
-
E
畠
〔
以
下

Z
Z
W
5
5
5島
と
略
記

Y
〉

‘
C
S
2
AU問

、

M1h刷、町
、e?"
』旬、副ヨ
1

・
。
実
情
?
"
均
五
K
M
S
F
N
，、。
-9

吋
。
-
M
E
P
H
ω
2
-

2
22
5
E
J
p
n
w
n言
、
道
E
S
。¥
E
a
E
MF
E
-
=
』
凶
器
干
。
。
。
p
o

F
H
伸長宅て
・
町三号
E
4
2
a
s

、3
EE

な
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
何
れ
も
概
説

の
描
引
を
出
て
い
な
い
。
ま
た
、
テ
ィ
ム
1
ル
朝
期
に
は
、
レ
ザ
l
廟
の
諸
施
設
の

建
設
が
邸
ん
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
ド
の
巳
0
3
z
r
g
a
り

，宅

=σ司、
M豆
町
吋
=
E
2
A
、45
E芯
ミ
認
可
旬
。
、

、
喜
ヨ

R剣道
hMJE--f
MU2
20
2。
3

・

】富
ω-
ω
N
F器
。
が
書
考
に
な
る
.
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サ
フ

ァ
ヴ
ィ
l
朝
政
権
と
マ
シ
ュ
ハ
ド

サファグィー制支配下の型地マシュハド〈守111)

γ
1
7
派
を
標
傍
し
た
サ
フ
ァ
ヴ

ィ

1
朝
政
権
に
と
り
、

マ
ツ
z
ハ
ド
は
ど
の
よ
う
な
意
味
壱
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
。

ま
ず
こ
の
点
を
、

(叶。Z『伽W20
2
5
戸ω@。
l
o
N
)

Mm之、白州、句町ω胸日、》
よ内HMT同Zωhw一て2〉切内hw司MHσMar
-、脳、rrb・司川町一之、hu目町a
h山町
、3RM句、fb

hrh"hぬ旬、chbh明
a¥戸
市

a
HZω銅山田
ロ円
ω-M同1hm門
戸同
(」円。732Hω。
δ

同，、
晶、品、品

MmwFSHahw
R関
内
伺
Z
Z
白山径一
r
吋町、町、町、ro刷

.、品
、白書刷、h'uミ

‘λ~~hh湖町
‘
。
a

同『
訓』〉Zgmw司UMW〈。
戸切
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】

ω旬。)

」『
ωV
E凶ωσ旬、ZLF吋恥泊、申書向凶作w
切

5ha
s
h
-
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ah
E
h
札
g
h輔
さ

mhbahmv愉

E
こ
ま
さ
b
a
Z
E
E
-
a
a
E
-
ま
吉

、a
b
-
-
E
B〉
E
E
o
Z
5

4
P

W4hw垣内
向
(
叶
Z
H
Z
E
E
ω
。
)

U-a』ざとたおh‘〉σ告

図
。mw
m
y
可
制
弘
、
M
1
a
労
苦
言
m
z
s
h
?
芝
白州、
司na
J'c
a
E
Z
zg
ω百

混同宅仰
司同
〈、FMM
E
2
E
AM
3

サ
フ
ァ
グ
ィ
1
朝
が

こ
の
聖
地
に
対
し
て
行
っ
た
具
体
的
な
政
策
を
見
な
が
ら
考
察
し
よ
う
。

マ
γ
ュ
ハ
ド
が
サ
フ
ァ
ず
ィ
l
朝
支
配
下
に
あ
っ
た
一
五
三
二
年
か
ら
一
五
八
九
年
ま
で
の
五

0
年
聞
は
、
ほ
ぽ
サ
フ
ァ
ず
ィ
l
朝
第
二
代

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
l
朝
側
の
マ
シ

君
主
γ
ヤ

1
.
タ
フ
マ
l
ス
プ
凹巴聞FM晶抑巴阿Fw
叶

晶
ハ
ド
に
対
す
る
政
策
と
し
て
、
主
に
タ
フ
マ

l
ス
プ
の
採
っ
た
政
策
壱
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
旬
。

)
 

1
 

(
 
レ
ザ
l
廟
在
中
心
と
し
た
対
マ
シ
ュ

ハ
ド
庇
護
政
策

窓
市
計
商
で
は
、
ま
ず
第
一
に
、

サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
支
配
下
の
他
都
市
と
問
機
に
、
部
族
単
位
で
そ
の
地
に
居
住
す
る
キ
ジ
ル
バ
l
v
z
部
族

一
族
を
率
い
て
こ
の
都
市
の
防
術

が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
部
族
長
で
あ
る
キ
ジ
ル
バ
l
γ
a
・
ア
ミ
1
ル
が
ハ
l
キ
ム
(
地
方
長
官
)
と
し
て
、

に

携

わ

っ

て

い

ア

毒

事

。

ホ
ラ

l
サ
l
y
に
位
置
す
る
マ
シ
晶
ハ
ド
に
は
、
東
方
か
ら
ウ
ズ
ベ
ク
軍
が
度
々
侵
攻
し
た
が
、

ウ
ズ
ベ
タ

(173) 7 



軍
と
キ
ジ
ル
パ

1
Y
ュ
軍
と
の
攻
防
を
年
表
を
参
考
に
見
て
い
く
と

一
五
二
六
年
や
一
五
二
九
年
に
は
、

d
F4ι
〉
=
蜘V
j
同
F伺
ロ
の
侵
攻

8 (174) 

に
対
し
て
駐
屯
し
て
い
た
キ
ジ
ル
バ

l
v
二
部
族
が
抗
し
き
れ
ず
、
ウ
ズ
ベ
グ
軍
の
マ
ジ
ュ

ハ
ド
占
領
を
招
い
て
い
た
の
が
、

一
五
=
二
年
に

は
、
当
時
の
ハ

1
キ
ム
が
近
郊
の
ア
ミ

l
ル
と
協
力
し
て
ウ
ズ
ベ
ク
軍
壱
撃
退
し
、
ま
た
一
五
三
五
年
に
は
、
-C
F
w
u、ι
〉
-Z
F
同
町
MH
ロ
自
身

の
侵
攻
に
対
し
て
、
不
在
で
あ
っ
た
ハ

1
キ
ム
に
代
わ
っ
て
斐
子
が
関
城
の
指
揮
を
と
っ
て
マ

γ
晶
ハ
ド
を
守
り
抜
い
た
。
キ
ジ
ル
パ

l
シ
品

軍
が
ウ
ズ
ベ
ク
軍
を
撃
退
す
る
よ
う
に
な
っ
た
一
五
三

0
年
代
以
降
は
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
防
衛
力
も
安
定
し
、
有
能
な
支
配
者
で
あ
る

-cg〕三

〉
=
伺
『
肉
『
刷
ロ
を
失
い
急
速
に
弱
体
化
し
た
シ
ャ
イ
パ

1
γ
制
勢
力
に
よ
る
被
害
は
最
小
限
に
く
い
止
め
ら
れ
た
。
サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
が
マ
シ

ュ
ハ
ド
支
配
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
キ
ジ
ル
パ

l
シ
ュ
の
軍
事
力
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
マ
シ
品
川
ド
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
外
敵
か
ら
都
市
を
防
衛
す
る
キ
ジ
ル
バ

l
y
s
部
族
と
は
別
に
、

心
臓
部
で
あ
る
レ
ザ

1
廟
に
コ
ル
チ
が
配
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
向
。

マ
γ
a
ハ

ド
の

型
耐
刷
に
配
備
さ
れ
る
コ
ル
チ
の
存
在
は
、

イ
ラ
ソ
園
内
の
他
の
聖
廟
で
は
未
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、

マ
シ
ュ
ハ
ド
で
は
、

タ
フ
マ

l
ス

プ
の
甥
の
印
E
g
D
HF
品
広
ヨ

認
可
乱
が
ハ

l
キ
ム
に
任
命
さ
れ
た
時

(
一
五
五
六
年
)
に
初
め
て
確
認
さ
れ
る
。

」
の
王
子
は
、
五

O
O人

の
各
部
族
の
ア
ミ

l
ル
の
息
子
た
ち
と
テ
ヘ
ラ

γ
の
コ
ル
チ
を
従
え
て
マ

γ
晶
ハ
ド
に
赴
任
し
た
と
い
う
が

[司
言
E
EF
2
3
、
こ
の
事
実
を

裏
付
け
る
よ
う
に
、

王
子
の
統
治
期
間
中
に
マ
シ
ュ
ハ

ド
を
訪
れ
た
凹
伊
〕ミ
志
向
島
〉
口
同
R
Z
は、

二

O
O人
の
鎖
雌
子
を
つ
け
た
コ
ル
チ
が

自
分
を
逮
捕
し
に
や
っ
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
{長
口
同

E
F
3
~
2
0
さ
ら
に
、

一
五
七
八
年
に
は
、

】p
】刷
-
HP
MHHM
C
N
Fo
r
の
侵
攻
に
対
し

て

ハ
l
キ
ム
の

富
男

Z
4叫し

C
C
Z
同
F
MHMM
は
自
軍
の
キ
ジ
ル
バ

1
シ
ニ
郁
族
と
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
コ
ル
チ
、

あ
わ
せ
て
一
五

O
O人
ほ
ど
で

迎
え
討
っ
た
と
い
う

[司
E
Z
E
-ミ
ω]
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら

マ
シ
ュ
ハ
ド
で
は
、
武
器
を
携
帯
し
、
時
に
は
外
敵
の
侵
攻
に
対
し
て
キ
ジ

ル
バ

l
シ
ュ
寧
と
共
に
応
戦
す
る
数
百
人
規
模
の
コ
ル
チ
が
、
主
と
し
て
レ
ザ
l
廟
及
び
町
中
の
治
安
維
持
に
携
わ
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

次
に、

経
済
面
を
見
て
い
く
と
、

コ
ル
チ
に
見
ら
れ
る
軍
事
商
で
の
特
別
な
保
護
の
み
な
ら
ず
、
経
済
問
で
も
レ
ザ

1
廟
は
格
別
な
援
助
を

受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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タ
フ
マ

l
ス
プ
は
苔
沓
家
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
聖
地
に
は
惜
し
み
な
く
私
財
を
費
や
し
た
。
彼
は
、
ま
ず
、
一
五
二
八
年
の
ジ
ャ

「
レ
ザ

1
廟
の
ド
1
ム
の
屋
根
壱
賞
金
に
す
る
」
と
い
う
誓
願

官
官
自
)

壱
行
っ
た
[
吉
色

EFHA]。
そ
し
て
こ
の
替
阪
の
実
行
に
あ
た
り
、
王
室
の
財
宝
庫
か
ら
純
金
と
金
貨
を
捻
出
し

[口

言

E
p
a
]、
ド

1
ム

申

ま
た
ミ
ナ
レ

γ
ト
に
一
七
マ

γ
の
金
を
授
や
し
て
[
ミ

MatsFH印
]
、
基
山
刷
の
ド

1
ム
と
ミ
ナ
レ
ッ
ト
に
黄
金
壱
箔
し

ー
ム
で
の
ウ
ズ
ベ
ク
寧
と
の
戦
い
で
勝
利
で
き
た
こ
と
に
感
謝
し
て
、

に
六
三
マ
ン
(
ヨ
P
3
5
)
、

骨た。
さ
ら
に
、

タ
フ
マ

l
ス
プ
は
、

申

レ
ザ

l
廟
の
諸
経
費
の
た
め
に
、
奉
納
や
ワ
タ
フ
(
寄
進
)
の
形
で
資
金
を
提
供
し
た
が
、
中
で
も
レ
ザ

I
刷

の
毎
日
の
飲
食
費
に
つ
い
て
、

3
4骨
b-E
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

信
仰
の
避
難
所
た
る
王
(
タ
フ
マ

l
ス
プ
)
は
、
毎
年
献
上
品
や
収
入
の
中
か
ら
総
額
八
万
ト
ヮ
マ
ン
を
、
偉
大
な
る
メ
ッ
カ
、
栄
光
あ
る
メ
デ
ィ
ナ
、

無
田
昌
な
る
イ
マ

l
ム
様
た
ち
の
神
聖
な
る
殉
教
地
、
高
貴
な
る
イ
マ

l
ム
ザ
l
デ
た
ち
の
誌
な
ど
の
聖
な
る
場
所
や
祝
福
さ
れ
た
る
敷
居
に
送
っ
て
い
た
.

そ
の
中
で
も
毎
日
五
ト
ゥ
マ
ン
が
、
服
従
を
要
す
る
イ
マ

l
ム、

-〉
戸山
σ
-
z
r
hF
E
e同
白骨

様
の
管
轄
す

E
E
H
)
の
食
物
や
飲
み
物
の
消
費
に
定
時

サファグィー朝支配下の型地マシュハド(守JIIl

ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
五
ト
ゥ

マン
を
美
味
な
食
事
に
費
や
し
、
朝
晩
、
清
掃
人
公

R
H
r
Eロ
)
や
奉
仕
人
た
ち

(F
Eヨ
E
E
Zロ
)
が
貴
人
の
様
式
で

ピ
ク
ル
ス
や
青
菜
を
添
え
て
、
サ
イ
イ
ド
や
ウ
ラ
マ
ー
や
参
詣
若
や
ハ
l
デ
ィ
ム
た
ち
か
ら
な
る
諸
階
胞
の
人
々
に
提
供
し
て
い
た
.
[3
4
a
g
n芹
百

]

吉
右
hHC亘
の
こ
の
記
述
は
、
著
者
が
同
郷
の
王
室
税
務
官
宮

E
E
g
h
ξ
"
E
E
a
S
E
E
Lミミ
E
Z
E暑
宮
古
急
車
叫
)
か
ら
直
接
聞
い
た
話
で

あ
り
、
信
頼
性
に
宮
む
。
こ
の
中
で
特
記
さ
れ
て
い
る
レ
ザ

1
廟
の
一
日
五
ト
。
マ

γ
の
飲
食
費
と
は
、
こ
れ
の
み
で
年
間
二
千
ト
ク
マ
ン
と

申

い
う
莫
大
な
額
に
迭
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
飲
食
費
の
他
に
も
、

ハ
1
デ
ィ
ム
や
教
師
た
ち
の
俸
給
、
及
び
サ
イ
イ
ド
、
ウ
ラ

フマ

地 l
曲、、

ら学

g警
れ、

て困
い窮
た者
とた
いち
う骨に
[ か
と4 か
E る
弁務
マ経
忌 針
。 な

ど

ν
ザ
l
廟
に
関
係
す
る
あ
ら
ゆ
る
支
出
が
、
王
室
の
設
定
し
た
ソ
ユ
ル
ガ
ル
や
ワ
グ

以
上
の
よ
う
な
奉
納
金
す
べ
て
を
合
算
す
る
と
、
相
当
な
金
徽
が
レ
ザ
l
廟
に
対
し
て
王
朝
側
か
ら
援
助
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
君
主

9 (175) 

タ
フ
マ

l
ス
プ
の
こ
の
型
地
へ
の
関
心
の
商
さ
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



(2) 

10 (176) 

シ
l
7
派
信
仰
普
及
政
策

タ
フ

マ
l
λ

プ
の
マ
シ
晶
ハ
ド
へ
の
関
心
が
特
に
強
ま
っ
た
の
は
、

一
五
五
五
年
、

オ
ス
マ

y
制
と
の
問
に
半
世
紀
に
亙
る
抗
争
壱
終
結
さ

せ
る
和
議
が
締
結
さ
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
年
懸
案
の
対
オ
ス
マ

γ
朝
問
題
を
終
結
さ
せ
、
ア
ゼ
ル
パ

イ
ジ
ャ

y
か
ら
帰
還
し
た
タ
フ

マ
l
λ

プ
の
心
境
を
史
料
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

万
民
の
亙
〔
タ
フ
マ

i
ス
プ
)
の
心
に
は
以
下
の
こ
と
が
よ
ぎ
っ
た
・
「
日
に
日
に
明
ら
か
に
な
る
こ
れ
ら
す
べ
て
の
援
助
や
恩
師
聞
は
、

イマ
l
ム
様
た

ち
の
迎
械
の
聖
な
る
内
面
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

。。
と
り
わ
け

長
町

σ
冨副
品

巳
o
同石
川
酬
憾
の
光
榔
〈
塑
刷
と
番
高
い
殉
教
地
は
、
禁
じ
ら

れ
た
行
為

(E
E
yq
E
)
の
挨
や
望
ま
し
く
な
い
行
為

(E
P官ロ
E
3
の
汚
れ
か
ら
免
礼
的
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
@
」

[
民
主
E
E
p
u
g
]

こ
う
し
て
マ
シ
z

ハ
ド
に
目
を
向
け
た
タ
フ
マ

1
ス
プ
に
、

「
マ
シ
ュ

ハ
ド
の
ハ

l
キ
ム
た
ち
の
怠
俊
に
よ
り
、

さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
知
ら
せ
が
何
度
も
入
っ
た

[
丙
言
喜
界

aE]。
そ
こ
で
、

彼
は
当
時
の
ハ

l
キ
ム
壱
罷
免
し
、
新
た
に
「
熱
心
な
性
質
の

型
地
管
理
の
基
本
が
等
閑
に

人
物
」
を
選
ん
だ
。
そ
の
結
果
、

タ
フ
マ

l
ス
プ
の
た
だ
一
人
の
同
腹
の
弟
で
あ
る

回
PV品
ヨ
宮
町
内
品
の
息
子
、
凹
ロ

-
G
D
HZ
抑

E
E
呂
町
品

が
ハ

1
キ
ム
と
し
て
任
命
さ
れ
た
。

マ
γ
ュ
ハ
ド

へ
の
王
族
の
配
置
は
こ
の
時
が
初
め
て
で
あ
る
上
、

こ
の
王
子
が
タ
フ
マ

l

A
プ
の
寵
愛
す

る
甥
で
あ
り
、
幼
少
時
に
地
方
都
市

へ
派
逃
さ
れ
る
王
子
と
は
異
な
り
、
当
時
既
に
成
人
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、

ハ
ド
壱
要
地
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
旬
。

タ
フ

マ
l
ス
プ
が
マ
シ
品

HE

Z
自
民
間
日
酬

は
大
勢
の
画
家
や
詩
人
な
ど
の
芸
術
家
を
保
護
し
て
い
た
こ
と
で
有
名
で
あ
旬
、

@
 

彼
の
シ

1

7
派
信
仰
の
弱
さ
壱
指
摘
す
る
研
究
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
王
子
は
「
ウ
ラ

マ
ー
と
の
会
話
は
最
良
の
宝
物
」
と
の
言
葉
に

そ
の
芸
術
を
愛
好
す
る
気
質
か
ら
、

従
っ
て
、
大
半
の
時
間
壱
ウ
ラ
マ
!
?
F
g
p吉
弘

E
Z
V
)
や
哲
学
者
た
ち

(
E
E
E同
吉

E
Z
E
i
E
Eる
と
の
交
流
に
政
や
し
、

理
性
や
伝
承
に
よ
る
学
問

(
-
E
E
l
-
E
Z
5
2
z
g
の
習
得
に
励
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い

h
g
Eh畠
]。
ま
た
、
イ
ス
マ

l
イ
l
ル

時
に
は

二
世
田

vhsrヨ川口一
口・
(
在
位
一
五
七
六
l
一
五
七
七
)
が
即
位
し
た
後
も
、
宮
廷
で
ジ

1
ア
派
ウ
ラ
マ
!
と
交
流
す
る
王
子
の
様
子
が
確
認
さ



食

... 
⑬
 

れ
る

[叶
子
主
-
N
Z
]
。
そ
れ
故
、
彼
が
充
分
な
学
識
を
備
え
、
シ
1

7
派
教
義
に
も
通
じ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
王
子
の
赴
任
早
A

に
マ
シ
&
ハ
ド
を
訪
れ
た
オ
見
マ

γ
朝
の
海
軍
提
督
印
P
可
吉
氏
‘
〉
ロ
同
mw-
Z
は
次
の
よ
う
な
事
件
に
遭
遇
し
た
。

九
六
四
年
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
一
日
(
一
五
五
六
年
一
一
月
四
日
)
、
〔私
は
〕
呂
田
v
v
Eム
同
V
官
官
側
ロ
に
や
っ
て
き
た
。

国
EH品
ヨ
冨
凹
同
N

仰
の
息
子

で
あ
る

宮
品
Z
S
E
M
E酬
が
そ
の
地
の
統
治
者

(E
h寄
る
で
あ
号
、
シ
ャ
1

(
タ
フ
マ

!
"ハ
プ
)
の
山b
f
凶
己
ζ
ヨ
宮
富
山
岡
品
も
そ
の
地
に
い
た
.

彼
ら
と
-
:
会
見
し
、
王
子
た
ち
か
ら
シ

4
1
の
所
に
行
く
た
め
人
を
求
め
る
と
、
了
承
さ
れ
、
第
が
聞
か
れ
た
。
会
話

(E
S巴
d
p
e
E〉
の
最
中、

〔王

子
は
〕
私
に
「
ア
リ
!
様
と
ア
プ
l
・
バ
タ
ペ
ウ
マ
ペ
ウ
ス
マ

l
y
様
た
ち
1
1
0彼
ら
に
室
町
な
る
神
の
満
足
あ
れ
ー
ー
の
こ
と
で
、
彼
ら
の
カ
リ

フ
位

(
r
E
E
F作
)
と
優
越
性
(
ロ
z
a
u
E
C
に
つ
い
て
あ
な
た
方
と
銭
論
し
よ
う
」
と
言
っ
て
幾
つ
か
の
質
問
壱
し
、
答
え
を
求
め
る
の
で
、
私
の
方

は
「
返
答
は
最
も
m
聞
か
な
こ
と
で
あ
る
」
を
実
践
し
、
黙
っ
て
い
る
と
、

何
度
も
訓
常
に
せ
か
さ
れ
た
の
で
、

「
私
た
ち
は
こ
こ
で
あ
な
た
方
と
論

争
す
る
た
め
に
来
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
は
質
問
も
返
答
も
で
き
ま
せ
ん
」
と
言
っ

た。

[-E山
田
巴
ω
』
芯

13
]

こ
の
論
争
か
ら
よ
う
や
く
抜
け
出
し
た
『
〉
ロ
同
P
J
ω

ら
の
一
行
は、

オ
ス
マ

γ
朝
か
ら
シ
ャ
イ
パ

l
γ
朝
に
向
け
て
派
泣

し
か
し
な
が
ら
、

サフアグィー制支配下の型地マジュハ ド(守')11)

さ
れ
た
密
使
で
は
な
い
か
と
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
、
翌
朝
二

O
O人
の
コ
ル
チ
に
捕
ら
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
所
持
ロ
聞
を
す
べ
て
没
収
さ
れ
、
監

禁
さ
れ
る
の
で
あ
る

?
己
阿
国

S
F
叶
∞
]
ロ

一
行
が
解
放
さ
れ
る
の
は
、
メ
ロ
河内
R
Z
の
自
作
し
た
詩
が
ア
リ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
一
二
人
の
イ

マ
l
ム
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
彼
の
思
想
が

シ
1

7
派
信
仰
に
近
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
当
時
の
ム
タ
ワ

ヲ
リ
ー
が
王
子
に
取
り
な
し
て
、
十
日
後
、

よ
う
や
く
彼
ら
は
解
放
さ
れ
た

[壬
ロ
同

E
m
白印]。

こ
の
事
件
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
王
子
は
オ
ス
マ

Y
捌
か
ら
の
参
詣
者
に

V
1
7
1
ス
γ
ナ
論
争
を
挑
み
、

つ
い
に
は
逮
捕
監
禁
ま
で
行

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
こ
の
王
子
の

Y
1
7
派
信
仰
の
弱
さ
は
見
え
ず
、
む
し
ろ
抽
'
烈
な
シ

1

7
派
信
徒
で
あ
る
姿
勢
が
浮
か
び
上
が
る
。

マ
シ
ュ
ハ
ド
の
綱
紀
前
正
を
目
指
し
た
タ
フ
マ

l
ス
プ
の
期
待
に
沿
う
も
の
で

反
乱
を
起
こ
し
た

堅
固
な
シ

1

7
派
信
仰
を
持
つ
王
子
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、

11 (177) 

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

タ
フ
マ

l
ス
プ
が
王
子
を
信
頼
し
て
い
た
こ
と
は
、

タ
フ
マ

l
ス
プ
の
異
母
弟
で
あ
り
、

印刷
E
毘
回
目
刷

が
マ
シ
ュ
ハ
ド
統
治
を
希
望
し
た
際
に
、
一
旦
は
受
理
さ
れ
た
も
の
の
、
「凹m
F

ヨ

呂
町
N

仰
が
ホ
ラ

1
サ

l

y
に
い
る
こ
と
は
国
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表 1-16世紀のレザー廟のムタ ヲツリー就任表

|就任年 | ムタ?'!I!J-名 身 地 | サイ イ ド | 自1 考 典 拠

① ? MIr Ni~äm al-Mulk マシ ユノ、ド レザー家 1528-1537年頃に担当 Af. 11: 38a， 43a， 45品，97a 

@ 1540 I<hwaja Amir Bcg }(ajaji ホラーサー Y のワズィーノレ雑任 A. 457-8 

( ? ) 1551年投獄

I@ ? Mir Darwish Bcg 3 ザファヴィ一家 ユスパがサファゲィ ー I(h. 974 

( ? ) 

I@ 1554 I<halifa AS乱dAllah イスア ァハーY O 10年間就任，シ十イフル ・イA7-ム捕 I<h. 438-9， 974 

世，学級者，信仰心厚い，表 2-@

@ 1563 Mir 'Abd al・¥Vahhab ジ ュ ージ~ '"レ フサイ Y車 桂，ディ ズフーノレの長官 I<h. 439 

父兄弟とも に宮廷で盛用される 供 T. 149 

I@ 1564 Mir Sayyid 'AIi コム レザー家 マシュハドのワズィ ールJlfE在， 桂，力ズ I<h. 4，16， 558 

グィー γのワズィール，主官I地の管理者

① 1567 l¥Hr Abll a!-Wali シー ラーズ イY ジューま ωajibi担当，す ぐに辞任 I(h. 460-1， 990 

狂信的なシーア派教徒l桂，カーディーー T. 148， 1089 

7Aカル.20年間ザドル

I@ Mir 'Abd AIlah ? ム SU1Hlali担当 Kh. 460-1， 990 

@ 1567 l¥Iir 'Ali Mufaddal 7A!Jラーバード O おそら 〈⑦の挫任 Kh. 581， 732， 899 

( ? ) 二期(⑪)合わせて15年!日i就tE

⑮ 1574 Mir I(amal叫ーDin 7A!Jヲーバー ド O I(h. 581 
タフマースプ必去時まで就任 T. 149 

伝子
叫 ajibi と S!tIPlati を各Aが担当

Mir Abli al-Qasim イλ77ハーソ ハリーフ ァ車 (KhとTで逆〉
Kh. 581 

T. 149 

@ 3 Mir 'Abd al-Karim 3 ム 1580年戦死 S. 112 

.， fD' 
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B
a
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時
叫
ヨ

ヨ
崎
HMV4
3
持
掌
吹
田
法

S
A町
や
習
慣
出
回
抑
パ

τ
6
4詩
情
4V
伊

P

家
に
と
り
相
応
し
く
な
ど
と
の
理
由
か
ら
却
下
さ
れ
た
事
知
と
の
比
較
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
河。

サファグィー朝支配下の聖地マ γ&ハド(守川)

一
方
、

厚
品
E

E

Z

可
N

悼
の
ハ

l
キ
ム
職
へ
の
任
命
と
相
前
後
し
て
、
タ
フ
マ

l
ス
プ
は
レ
ザ

l
廟
の
ム
タ
ワ
ヅ
リ

l
(
E
E
S
長
崎
)
職
に

レ
ザ

I
廟
の
諸
管
理
に
携
わ
る
ム
タ
ワ
ツ
リ
ー
は
、

サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
以
前
か
ら
の
マ

お
い
て
も
新
た
な
方
向
を
打
ち
出
し
た
(
表
l
参
照
)
。

γ
弘
ハ
ド
の
要
職
の
一
つ
で
あ
る
。

レ
ザ

l
廟
の
管
理
は
マ
ツ
ル
ハ
ド
の
ム

l
サ
l
家
や
レ
ザ

l
家
の
ナ
キ

l
プ

⑫
 

一
六
世
紀
の
こ
の
織
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、

テ
ィ
ム

1
ル
初
期
に
は
、

(
サ
イ
イ
ド
の
長
)
が
担
っ
て
い
た

[
足
早
$
8
3
.

一
六
世
紀

初
頭
に
ム
タ
ワ
ツ
リ
ー
と
し
て
名
前
の
挙
が
る
呂
町
Z
5
M
H
E
E
昌
己
r
同
与
mw
主
(
表
1
fよ
ω)
は
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
レ
ザ

1
家
の
サ
イ
イ
ド
で

あ
句
こ
と
か
ら
、
サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
期
に
入
っ
て
も
マ
三
ハ
ド
の
サ
イ
イ
ド
が
廟
の
管
理
を
行
う
状
況
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

レ
ザ
l
廟
の

ム
タ
ワ
ツ

リ
ー
の
任
免
は
王
に
よ
っ
て

サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
支
配
が
安
定
し
た
頃
か
ら
、

為
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
タ
フ
マ

l
ス
プ
自
身
に
よ
る
任
免
の
背
景
に
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
彼
が
レ
ザ
l
廟
に
対
し
て
種
々
の
寄
進

を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

王
自
身
が
ワ
タ
フ
を
行
っ
た
た
め
、
そ
の
管
型
者
は
王
が
任
免
す

る
権
限
壱
有
し
た
の
で
あ
る。

13 (179) 

= 



こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
最
初
の
被
任
命
者
で
あ
ろ
う
同
と
と
円

(表
1
l@
)
以
降
、

タ
フ
マ
l
ス
プ
が
任
免
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、

(180) 

マ
ジ
ュ
ハ
ド
出
身
の
サ
イ
イ
ド
が
ム
タ
ワ
γ
リ

1
職
に
就
任
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
代
わ
っ
て
イ
ラ
γ
国
内
の
サ
イ
イ
ド
が
就
任
し
て
い
る

14 

点
で
あ
る
。
特
に
、

タ
フ
マ
1
ス
プ
の
関
心
が
マ

V

ュ
ハ
ド
に
向
け
ら
れ
た
一
五
五
四
年
以
降
は
、

同内

F
P
Z
F
〉
E
己
〉
=
巳
戸
(表
1
|@
)
や、

呂
町
h
r
σ
ロ

Est司
p
口
(
表
l
|①
)
な
ど
、

シ
1
7
派
で
名
高
い
サ
イ
イ
ド
た
ち
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
職
は
、
宮
可
〉

σ
D
E・4
〈
巳
目
と
富
山
門
メ
『
n
H

〉
=
刷
『
(
表
1
|
⑦
と
@
)

の
就
任
時
(
一
五
六
七
年
)
に
、
布
施
な
ど
の
臨
時
収

入
を
管
理
す
る
さ
と
志
帆
と
、
宴
や
ハ
1
デ
ィ
ム
、
教
師
の
俸
給
な
ど
王
室
財
産
か
ら
賄
わ
れ
る
諸
経
費
を
管
理
す
る

E
5
8
S
に
二
分
割
さ

れ
、
肥
大
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、

臓
は
、

サ
ド
ル
な
ど
に
昇
進
す
る
者
も
多
く
現
れ
て
い
る
。

⑮
 

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
l
朝
の
諸
官
職
の
中
で
も
重
要
性
を
増
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

レ
ザ

l
師酬
の
ム
タ
ワ

γ
リ

l

以
上
の
如
き
ハ
1
キ
ム
職
へ
の
王
族
の
登
用
や
、

レ
ザ

l
廟
の
ム
タ
ワ
v
リ

l
の
任
免
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、

タ
フ
マ
l
ス
プ
が

7

v

z

ハ
ド
に
γ
1
7
派
の
人
物
を
意
図
的
に
送
り
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
Y
1
7
派
信
仰
の
浸
透
を
目
指
す
シ
1
7
派
政

権
の
思
惑
が
表
れ
て
い
よ
う
。
そ
の
こ
と
を
最
も
顕
著
に
示
す
政
策
は
、
当
時
、

シ
ャ
イ
フ
ル

・
イ
ス
ラ
I
ム
な
ど
の
宗
教
的
官
職
の
任
免
に
、

君
主
自
ら
が
関
与
し
、
正
統
な
シ
l
7
派
ウ
ラ
マ
ー
を
導
入
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
次
草
で
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
サ
フ
ァ
グ
ィ
1
朝
政
権
が
直
接
介
入
し
た
人
事
以
外
に
も
、

タ
フ
マ

I
ス
プ
は
、

マ
シ
ュ
ハ
ド
を
筆
頭
と
す
る
シ
l
ア
派

の
都
市
で
四

O
人
ず
つ
の
男
女
の
孤
児
に
衣
服
と
必
要
な
物
を
提
供
し
、
男
女
の
敬
度
な
γ
1
7
派
教
師
や
誠
実
な
世
話
人
を
任
命
し
て
孤
児

@
 

に
教
育
を
施
す
と
い
う
政
策
を
行
っ
て
い
た
可
、
ζ
込
一
】
民
]
。
こ
の
政
策
か
ら
は
、
彼
が
孤
児
に
注
目
し
、
シ
1
7
派
信
仰
を
地
域
社
会
や
民

衆
に
も
浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
、

イ
マ
1
ム
の
聖
廟
を
有
す
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
対
し
て
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
l
朝
が
別
格
と
も
言
え
る
軍
事
的

・
経
済
的
庇
護

を
与
え
て
い
た
こ
と
、
及
び
そ
れ
ら
の
庇
護
の
一
方
で
、
王
朝
側
は
自
ら
掲
げ
る
シ
l
ア
派
信
仰
を
普
及
さ
せ
る
べ
く
、

γ
1
7
派
の
人
物
を



1
I
・M

・
-
l
l
l，畠
開

意
図
的
に
こ
の
聖
地
に
送
り
込
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、

タ
フ
マ

l
λ
プ
時
代
に
行
わ
れ
た
こ
れ
ら
の
庇
護
及
び
政
策
は
、
隣
国
の
ス

γ
ナ
派
王
朝
で
あ
る
オ

λ
マ
γ
朝
や

γ
ャ
イ
パ

l

γ
朝
と
の
対
外
的
な
政
治
状
況
の
枠
組
み
の
中
で
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

一
六
世
紀
の
サ
フ
ァ
ゲ
ィ

1
朝
は
、
東
方
で
は
ホ
ラ
l
サ
l
y

地
方
を
悠
領
し
た
も
の
の
、
商
方
で
は
ス
レ
イ
マ
ソ
大
帝
の
も
と
で
圧
倒
的
に
優
勢
な
立
場
に
あ
っ
た
オ
旦
マ

γ
朝
に
よ
っ
て
、

ナ
ジ
ャ
フ
や

カ
ル
バ
ラ
l
、
カ
l
ズ
ィ
マ
イ

γ
と
い
っ
た

γ
1
7
派
型
地
を
含
む
イ
ラ
ク
地
方
を
奪
わ
れ
(
一
五
三
四
年
)
、

そ
の
状
態
の
ま
ま
一
五
五
五
年

に
オ
ス
マ

γ
朝
と
和
議
壱
締
結
し
た
。
す
な
わ
ち
、

サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
政
権
は
、
こ
れ
ら
の
対
外
戦
争
に
よ
る
東
西
両
国
と
の
領
土
の
確
定
に

よ
り
、
イ
ラ

γ
園
内
の
シ

1

7
派
型
地
に
目
を
向
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
イ
マ

l
ム
の
型
地
の
中
で
は
唯
一
残
さ
れ
た
マ

γ
ュ
ハ
ド
に
そ
の
関
心
が
集
中
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

マ
ツ
ュ
ハ
ド
は
イ
ラ
ン
国
内
で
最
も
重
要
な
型
地
と
し
て
様
A

な
恩
恵
を
享
受
す
る
一
方
、

γ
1
7
派
信
仰
の
国
内
へ
の
浸
透
を

目
指
す
サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
政
権
に
と
っ
て
の

「
象
徴
」
的
存
在
と
し
て
の
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

R
E
E君
主
に
は
、
大
略
次

サプァグィー朝支配下の聖地マシュハド(守JIIl

の
よ
う
な
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

タ
フ
マ

l

A
プ
は
ホ
ラ
l
サ
l

y
遠
征
に
赴
く
度
に
レ
ザ
I
廟
を
参
詣
し
て
い
た
が
、

一
五
=
一
七
年
の
第
四
次
ホ
ラ

l
サ
l
γ
遠
征
か
ら
の

帰
路
に
は
、
新
た
に
「
以
後
毎
年
レ
ザ
l
閥
に
参
詣
し
よ
う
」
と
い
う
誓
願
寺
行
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
普
願
は
彼
が
死
ぬ
ま
で
四

0
年
間

一

度
も
実
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
は
毎
年
代
理
人
念
仏
語
)
を
任
命
し
、
年
末
に

(aR
串
E
2
ω
巴)、

参
詣
の
た
め
に
マ
シ
旦

@
 

ハ
ド
に
派
逃
し
て
い
た
[
司
一
E
E
E
h・
5
3]。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
誓
阪
の
行
わ
れ
た

一
五
三
七
年
に
は
、
イ
ラ
ク
地
方
は
既
に
オ
月
マ

γ
制
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
言
う
ま
で

も
な
く
一
五
一
七
年
以
降
、

メ
ッ
カ
、

メ
デ
ィ
ナ
の
両
聖
地
も
ま
た
、
オ
ス
マ

γ
制
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
バ
グ
ダ
ー
ド
近
郊
の
シ

1
7
派
型
地
の
み
な
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
巡
礼
地
の
メ
ッ
カ
に
も
タ

フ
マ

l
ス
プ
が
直
接
巡
礼
す
る
こ
と
は
も
は
や
あ
り
得
な
い
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
て
今

一
度
先
の
記
事
壱
見
て
み
る
と
、

そ
の
中
で
言
わ
れ
て
い
る
「
年
末

2
2
巴
E
2
包
戸)
」
と
は
、

ヒ

ジ

15 (181) 



願
は
、

土
フ
暦
の
最
終
月
、
す
な
わ
ち
巡
礼
月
で
あ
る
ズ

1
・
ア
ル
ヒ
?
ゾ
ャ
月
号
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
・

サ
フ
ァ
ヴ
ィ

I
朝
領
内
に
お
い
て
マ
シ
ュ
ハ
ド
が
最
も

つ
ま
り
タ
フ
マ

l
ス
プ
の
こ
の
哲

16 (182) 

メ
ヅ
カ
巡
礼
の
代
替
と
し
て
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
多
詣
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、

軍
要
な
聖
地
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
と
と
も
に
、

ま
た
看
取
で
き
る
の
で
あ
拘
。

メ
ッ
カ
の
代
替
と
し
て
の
役
割
を
マ
シ
品
ハ
ド
に
与
え
る
政
権
側
の
意
向
も

聖
地
か
ら
、

二
ハ
世
紀
の
マ
ジ
ュ
ハ
ド
は
、
以
上
見
て
き
た
サ
フ
ァ
ず
ィ

l
朝
政
権
に
よ
る
数
A

の
庇
設
や
政
策
を
経
て
、

ス
Y
ナ
派
教
徒
も
参
詣
し
た

サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝

と

い

う

γ
1
7
派
を
標
携
し
た
王
朝
集
団
に
と
っ
て
の
「
シ

1

7
派
型
地
」
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
旬
。

①
初
代
イ
ス
マ

1
イ
i
ル
が
マ
シ
晶
ハ
ド
に
ど
の
よ
う
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の

か
は
、
現
段
階
で
は
確
認
し
得
な
い
が
、
彼
は
マ
シ
ュ
ハ
ド
よ
り
も
む
し
ろ
、
ナ

ジ
ャ
フ
や
カ
ル
バ
ラ
ー
な
ど
イ
ラ
ク
の
方
に
関
心
を
向
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ミ
邑
g
-苫
u
t
A
耳、

E
∞
な
と
。

ま
た
、
タ
フ
マ

I
ス
プ
の
死
桂
、
マ
シ
ユ
ハ
ド
を
古
む
ホ
ラ
I
サ
1
ン
一
帯
は

キ
ジ
ル
バ

1
シ
品
諸
部
族
の
内
紅
に
よ
る
混
乱
期
に
入
り
、
サ
フ
ァ
グ
ィ
l
朝
君

主
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
へ
の
政
策
は
殆
ど
確
認
さ
れ
な
い
。

@
各
都
市
の
キ
ジ
ル
バ

1
シ
ュ
に
よ
る
統
治
に
つ
い
て
は
、町
内
定
河
害
号

o
E、

』
G
3
2
2
2
主
主

しな
と

E
お
虫
色
む
と

~uミ
2
2旬
主
苫

』弘
£
忠
弘
司

t
p
b
与
田
主
丸
町
、
F

旬。門戸
E
-
E
E
〔
以
下
問
。
z
g
z
E
呂
と
略
記
〕
が
彦
考
に
な
る
.

@

吋
h
h晶、曲
、
自
ω
王
に
直
属
す
@
近
布
兵
と
し
て
の
コ
ル
チ
の
役
舗
に
つ
い
て
は
、

羽
田
正
『
コ
ル
チ
考
|
|
十
六
世
紀
イ
ラ
ソ
の
近
街
兵
制
度
|
|
」

『卑
梓
』
六

七
l
三
〈
一
九
λ
四
)
〔
以
下
、
羽
田
一
九
八
四
と
略
記
〕
で
明
ら
か
に
さ
れ
て

お
り
、
氏
も
ま
た
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
コ
ル
チ
が
い
た
こ
と
に
つ
い
て
住
で
触
れ
て
お

ら
れ
6
.

@
タ
フ
マ
l
ス
プ
の
財
産
は
金
貨
観
貨
の
現
金
の
み
で
三
八
万
ト
ク
マ
ン
に
の
ぼ

っ
た

[ωrmwE同
巳

U
Mコロ
E
z
a
-
-
z
s
h
h〈
ぬ
と
ど
司
令
、
o
b
〈
〈
〈
巴
一、
2
2
2
0
?

N
2
3
0♂
〈

E
N
日

M
u
n
Z
E
E
-
E
2
・
百
戸
INON-
こ
れ
ほ
ど
の
財
産
が

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
十
年
以
上
も
コ
ル
チ
に
対
し
て
体
結
を
主
払
わ

な
か
っ
た
〔
羽
田
一
九
八
回
、
一
回

l
一
五
可

@

一

マ

γ
は
約
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
相
当
す
る
。

@
山
一
回zd
g
E
は
ド
ー
ム
の
屋
根
を
賞
金
に
し
た
時
期
を
ヒ
ジ
品
ラ
限
九
三
ニ

(
一
五
二
五

l
二
六
〕
年
と
し
て
い
る
が
宮
崎
z
-
Z
5
5
5晶
、
呂
】
]
、
こ
の
年
、

タ
フ
マ

1
ス
プ
は
キ
ジ
ル
バ

1
シ
手
話
部
族
の
内
紅
に
よ
り
ホ
ラ
ー
サ
i
γ

へ
赴

い
て
い
な
い
こ
と
、
こ
の
部
族
問
抗
争
の
た
め
に
マ
シ
ユ
ハ
ド
で
は
ハ

1
キ
ム
が

不
在
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
間
隙
を
つ
い
て
己

E
〕
互
〉

5
2
宍

V
E
が
マ
シ
ユ

ハ
ド
に
侵
攻
し
占
領
し
た
こ
と
、
な
ど
当
時
の
状
況
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、

挫
の
説
は
説
得
力
に
欠
け
る
@
し
か
る
に
、
タ
フ
マ

I
ス
プ
時
代
に
古
か
れ
た

U
Zミ
ミ

で
は
、
タ
フ
マ
l
ス
プ
は
「
九
四

O
年
の
午
〔
刊
本
の
「
辰

t
S
)」

は
誤
り
〕
の
歳
門
一
五
三
四
年
)
」
に
レ
ザ
!
闘
に
参
院
し
聖
廟
の
ド
ー
ム
を
企

で
整
備
す
る
よ
う
命
じ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る

[
M
F
b
E
E
P
3
]
。
こ
の
記
述
の

一
宜
三
四
年
の
方
が
信
頼
性
が
あ
り
、
正
し
い
と
思
わ
れ
る
.
尚
、
こ
の
ド
1
ム

と
ミ
ナ
レ

フ
ト
の
企
は
、
一
五
八
九
年
に
ウ
ズ
ベ
グ
躍
に
よ
っ
て
略
奪
さ
れ
た

[吋一込立、
P
E
d
.
ア
ッ
パ
ー
ス
は
マ
シ
ュ
ハ
ド
蒋
征
服
後
に
こ
の
ド
1
ム
を
、
タ

フ
マ
!
ス
プ
同
様
、
金
で
笹
復
し
た
[
h

宏
之
b

J

E

』・

①
タ
フ
マ
l
ス
プ
は
、
財
宝
庫
か
ら
現
金
で
五

i
六
円
八
H
U
ト
ク
マ
ン
を
レ
ザ
ー

， 
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朗
、
フ
ァ

I
テ
4

マ
廟
、
テ
へ
ラ

γ
の

-〉
E
旦

-〉
N
E
d
廟
、
サ
フ
ィ

i
廟
な

ど
に
牢
納
と
し
て
送
り
、
さ
ら
に

y
ユ
ル
ガ
ル
や
ワ
タ
フ
地
か
ら
一
万
ト
タ
マ
ソ

を
食
事
や
衣
服
用
に
送
っ
て
い
た
と
い
う

[
民
主
旨
苫
〉
U
2
呂
3
.

次
に
引
用

す
る
z
a
h
s
a
と
は
数
字
が
異
な
る
.

@
当
時
、
一
マ

γ
の
小
佐
の
値
段
が
四

O
デ
ィ

!
ナ
1
ル
で
あ
ヲ
た
と
い
う
か
ら

[
之
主
句
"
と
S
F
2
]
、
一
日
に
一
二
五

O
マ
ン
も
の
小
変
が
購
入
で
き
る
金
額
で
あ

。
た
.

@

M
E
M
v
r
の
校
前
で
は
、
『
晶
島

"
'
=
M周
ほ
円

z
w
m
z
昔
前
・
'
s
t
E
q
H

E
-
q
色
色

と
な
っ
て
い
る
が
、
京
都
大
半
附
属
図
都
知
所
蔵
の
写
本
事
に
基
づ

き
、「
Bz
g
同
町
〔
徴
税
官
ど
で
は
な
く
で
E
a
g
川
町
」
と
判
断
し
た
.

⑪
サ
フ
ァ
グ
ィ
!
朝
時
代
に
、
重
要
な
地
方
都
市
の
ハ

i
キ
ム
と
し
て
王
甚
が
派

遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

m
e
z
号。
Z

E

E
-
邑
l
t
を
富
田
「
さ
れ
た

い
.
向
、
翌
年
、
タ
フ
マ

l
ス
プ
の
息
子
ω
E
Z
S
E
Z〕
E
E
H
吉
『
品
〈
四

歳
)
巴
也
、
主
E
5
・E
S
聞
と
し
て
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
魁
任
し
た
[
弐
E
E
E
P
呂
ド]
.

⑪

Hσ
品
Z
S
E
日
仰
の
画
家
や
能
也
家
に
対
す
る
保
護
に
つ
い
て
は
、
〉
君
。
E
d
'

込
ミ
"
句
h
匂
¥。
、
h
b
偽
柄
、
e
a
b
h
お
守
句
"
旬
、
‘ミ
h
S
i
nnミ

m

町
、
い
て
お
ざ
と
h
E
h
b
h
h
b
旬
、三干

、
側
、
"
と
円
。
定
足
。
h
L
可
否
認
、
2
0
さ
M
F〈保
司

hw
n
S
F
。
ロ
巴
o
p
H
U
U
示
、

HU
O
I
Hmmwに

簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

@

の

』

切
Z
E
E
-
吋
君
。
、
伝
言
柄
。
h
n
e
h
h
E
E
h
b
内
切
a
h
a
-
s
"
勾
え
旬
、
。
z

、
法
旬
、
-
h
ミ
S
F
M
M
2
p
o
z
。
=

C
吉
正
問
g
"判
噌

E

U

O
旨
怠
コ
2
5
P
E
ω
N
門
以

下
回
0
2
0
n
z
E
と
略
記
〕
H
E
彼
女
は
王
子
の
マ
シ
晶
ハ
ド
統
治
の
期
間
を

正
確
に
把
出
し
て
い
な
い
た
め
に
、
王
子
の
問
先
の
理
由
な
ど
種
々
の
点
で
且
当

遣
い
の
こ
と
を
述
ベ
て
い
る
.

⑬
究
親
が
王
子
の
ヲ
ズ
ィ

i
ル
で
あ
っ
た
C
E
S
Z
は
、
学
段
者
と
交
流
す
る

日
を
股
け
る
王
子
の
マ
シ
ュ
ハ

ド
で
の
生
活
を
伝
え
て
い
る
[
弐
言
、陶器、
・
話
。
]
.

@

X
Z
ヨ
10
刊
に
よ
る
と
、
「
王
子
の
教
育
」
と
し
て
、
サ
フ

ァ
グ
ィ

l
家
の
王

子
た
ち
は
、
シ

1
7
派
教
義
や
ム

ハ
ン
マ
ド
と

一
二
人
の
イ
マ

l
ム
た
ち
の
生
涯

や
奇
跡
な
ど
を
苧
ぷ
一
方
で
、
シ
1
ア
派
で
あ
る
ベ
ル

シ
ア
と
ス
ソ
ナ
派
で
あ
る

オ
ス
マ
ン
朝
の
聞
で
争
点
と
な
っ
て
い
る
問
題
が
徹
底
的
に
論
じ
ら
れ
る
と
い
う

[穴
hwo
ヨ
ー
号
、
ωω].

@

日

ヨ

呂
町
N
仰
は

一
五
一
一
一
一
五
三

O
年
及
び
一
五
三
一
ニ

l
一
五
三
五
年
の

間
へ
ラ
l
ト
の
ハ

i
キ
ム
で
あ
っ
た
が
、
一
五
三
五
年
に
彼
の
師
樽
で
あ
ヲ
た

〉
事
N
戸
雲
仙
『

阿S

E
包
印
刷

2
5
に
担
が
れ
、
タ
フ
マ

l
ス
プ
に
対
し
て
反
乱
を
起

こ
し
た
.
ほ
ど
な
〈
創
出
し
た
た
め
敵
さ
れ
、
ア
ル
ダ
ピ

i
ル
に
居
住
し
た
が
、

設
軒
的
に
カ
フ
カ
ハ
抵
へ
投
放
さ
れ
、
子
供
た
ち
と
と
も
に
般
告
さ
れ
た
[
弐
吉

hhh翠
F
切
m
o
l印
刷
吋
]
.

@

E
品
吉
昌
三
回
日
仰
は
タ
フ
マ

i
ス
プ
の
伺
顧
を
失
ヲ
て
一
五
六
七
年
に
拙
免

さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
同
年
の

メ
Z
E
E
-
一M
M《
Z
Z
C
N
Z
W
に
よ
る
ホ
ラ一
1
サ

l
y
侵
攻
に
際
し
、
ホ
ラ
!
サ
1
γ
の
各
地
の
ア
ミ

1
ル
が
結
集
し
て
躯
逃
す
る

中
、
王
子
が

「
如
何
な
る
方
法
で
も
援
平
を
送
ら
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
」
、

『
宴

を
聞
き
、
悦
楽
に
興
じ
て
い
た
」
【
辺
二
?
と
旦
孟
]
た
め
で
あ
ヮ
た
.
こ
の
後

主
子
は
し
ば
ら
〈
の
問
、
タ
フ
マ

1
ス
プ
か
ら
疎
ん
じ
ら
れ
た
。

@

P
E
-Z

5
5

が
レ
ザ
1
廟
の
ム
タ
ヲ
ヲ
リ
!
職
に
就
任
し
た
者
を
列
挙
し
て
い

る
が
、
十
六
世
紀
の
人
々
に

つ
い
て
は
極
め
て
不
十
分
で
あ
る
[
V-E
-
Z
ヨ
E
E畠
-

E
T
N
E
]
.
尚
、
ム
タ
ヮ
，

u
lの
職
務
内
容
に
つ
い
て
は
、
サ
フ
ァ
グ
ィ
1
朝

末
期
の
も
の
で
あ
る
が
、
h
v
曲
目
日
脚
H
Z
弓
E
O
M
E
〉
Z
開
門
戸
h
U
官
旬
、
守
主
全
p
z
、
F

a
n
-
白
ヨ
吋

ロ
削
ロ宙開MMVhwNU即
時

M
M
M〈
e-
〉邑宮、ahhaiいて-bha駒旬、Esasu三、晶、お~vnva

s
a
‘
E
雪
Z
E
包
邑
l
w一"bh州
E
S
-
-
主

圃
吋
怠
る
沼

早
』
ω¥。
-
5
ι
¥
一P
E
』
ω
、

E
ム

令

官
T
A
3
門
以
下

b

E
と
略
記
】

H回

目

'
B
が
6
9
考
に
な
る
.

⑬
盤
自
身
が
ナ
キ
l
プ
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
.

⑬
サ
フ
ァ
グ
ィ

1
朝
末
期
に
は
、
ν
ザ
1
刷
の
ム
タ
ヲ

ツ
リ
i
鞍
は
、

ム
ッ
ラ
1
・

バ
シ
、
サ
ド
ル
に
故
ぐ
行
政
郷
三
位
の
職
種
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
[
也
、
h
阿国
n

E
A
3
1
尚
、
ア
ル
〆
ピ

i
ル
の
サ
フ
ィ

l
闘
で
は
、
ム
タ
ワ
ツ
リ
ー
に
は

2
5
ロ
ヨ
回
高
官
F
己

や

盟
ヨ
吉
日
開

な
ど
主
に
サ
フ
ァ
グ
ィ

l
家
の
者
が

17 (183) 



就
任
し
て
い
た
.
2。
"g
s
が
タ
フ
マ

1
ス
プ
時
代
の
サ
フ
ィ
l
廟
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
る
[
〉
自
由
三
官
WOE
-z
JE
O
〉
邑
ωE
-
m
Z
2
2
5
C
M
O

同
一

g
aロ
OR

ω宮
仰
Z

吋

p
r
E
官
勺
で
J

L『

E
Z
H
F

】

ω
〔
呂
立
、

E
一目
)]
。

@

h町三、
泊五

は
ヒ
ジ
品
ラ
暦
九
六
三
三
五
五
五
1
五
六
〉
年
の
出
来
事
の
中
に

こ
の
政
策
を
書
き
込
ん
で
い
る
が

[
切
三
百
丘
、
胃
]
、
著
者
〉

ahw品
百
告
が
依

拠
し
て
い
る

吋
ト
主
に
は
特
に
年
代
は
但
さ
れ
て
い
な
い
【
吋
〈
三
込
-
Eω]
.
こ

の
た
め
、
彼
の
官
う
九
六
三
年
と
い
う
年
代
を
そ
の
ま
ま
倍
加
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
.
~古
田

の

m六
五
島
に
こ
の
政
策
が
単
げ
ら
れ
て
お
り
、

般
師
や
孤
児
に

は
各
都
市
の

ハ
I
キ
ム
を
通
じ
て
問
山
か
ら
ま
服
や
食
事
が
支
給
さ
れ
た
と
い
う

3
J
F
E
T
E
E
-
-」
の
他
、
民
言、とお旬、

E
∞
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
.

@
ア
ス
タ
ラ
i
バ
ー
ド
の
サ
イ
イ
ド
が
代
理
人
と
し
て
任
命
さ
れ
て
い
た
【
吋
￥

h
h
・H

向山
】

]

.

@
イ
ラ
ン
圏
内
の
他
の
聖
廟
と
も
比
較
検
肘
し
な
け
れ
ほ
な
ら
な
い
が
、
特
に

コム

の
フ
ァ

1
テ
ィ
マ
廟
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、
タ
フ
マ
l
ス
プ
時
代
の
フ

ァ
l
テ
ィ
マ
廟
は
女
性
の
た
め
の
蔀
廟
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
恩

わ
れ
る
.
十
六
世
紀
、
レ
ザ
!
廟
に
は
多
数
の
主
族
が
埋
葬
さ
れ
、
王
家
の
聖
廟

E 

一-一
イ
マ
|

ム
派

シ

1
7派
ウ
ラ
マ

l
の
移
住

と
し
て
の
性
格
を
持
ち
始
め
@
が
(
後
註
事
照
〉
、
=
ム
に
埋
葬
さ
れ
る
の
は
主
族

の
中
で
も
女
性
ば
か
り
で
あ
り
、
男
性
は
い
な
い
。
カ
1
ジ
ャ
ー
ル
朝
期
以
降
と

思
わ
れ
る
コ

ム
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
嶋
本
隆
光
「
十
九
世
紀
の
コ
ム
〔
C
C
S〕

市
l
t王
朝
の
庇
護
と
宗
教
都
市
の
発
展
l
l」
司
オ
リ
エ
ン
ト
』
一
-
一

O
l
一(一

九
八
七
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
.

@
タ
フ
マ

1
ス
プ
時
代
か
ら
十
六
世
紀
末
の
ウ
ズ
ベ
タ
平
に
よ
る
占
領
ま
で
の
間

を
通
じ
て
、
タ
フ
マ

1
ス
プ
を
古
む
主
誕
な
王
族

3
5
品
E
Z
P側
、
イ
ス
マ

ー
イ
I
ル
二
世
に
殺
書
さ
れ
た
主
子
た
ち
V

は
、
父
視
の
乱
闘
で
あ
る
サ
フ
ィ
i

刷
で
は
な
く
、
レ
ザ
I
剛
に
酬
明
葬
さ
れ
た
.
タ
フ
マ

I
ス
プ
に
反
乱
し
た
問
自

富山
司
品
は
サ
フ
ィ
l
廟
に
組
葬
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
、

ν
ザ
1
朋
に
埋

葬
さ
れ
る
こ
と
は
特
別
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
.

ま
た
、
十
六
世
紀
に
は
、

大
勢
の
主
中
盤
が

マ
シ
昆
ハ
ド
怠
耐
を
行
。
て
い
た

〈年
表
参
両
)
。
中
で
も
一
五
回
九
年
の

MM
Z
E
Z
M〈
E
2
2
の
書
簡
は
、

被
女
が
生
後
一
年
し
か
経
ヲ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
「
お
宮
寄
り
」
的
な
性
格
が

あ
ヲ
た
の
か
も
知
れ
な
い
[
吋
ab--Ea・
5
ヤ
E
3
.
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前
章
で
は
サ
フ

ァ
ヴ
ィ

l
朝
政
権
の
対
マ
シ
ュ
ハ
ド
政
策
を
中
心
に
検
討
し
た
が
、
続
い
て
、

マ
ジ
晶
ハ
ド
の
都
市
社
会

に
目
を
向
け
た
場

本
来
、

マ
シ
ュ

ρ

ド
の
有
力
者
岡
山
を
形
成
し
て

い
た
の
は
、

合
に
活
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
都
市
の
有
力
者
間
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

サ
フ
ァ
ゲ
ィ

l
制
期
に
入
る
と
、

申

サ
イ
イ
ド
た
ち
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

外
部
か
ら
移
住
し
て
き
た
人
々
に
よ
り
新
た
な
有
力
者
間

が

形

成
さ
れ
、

サ
フ
ァ
グ
ィ

l
判

期

に

な

っ
て
初
め
て
確
認
さ
れ
る
彼
ら
は
皆
、

マ

γ
s
ハ
ド
の
新
興
勢
力
と
し
て
サ
イ
イ
ド
以
上
に
大
き
な
影
響
け

一
二
イ
マ

1
ム
派
シ

1

7
派
の
ウ
ラ
マ
ー
で
あ
る
。

与

え
る
よ
う

に
な
っ
た
。

a 



特
に
一
六
世
紀
後
半
に
は
、
彼
ら
の
存
在
が
サ
イ
イ
ド
と
遊
ん
で
史
料
上
に
散
見
さ
れ
る
。

加
え
て
、

吋
』
』
』
の
ウ
ラ
マ

l
・
リ
ス
ト
に
よ
る
と

そ
こ
に
見
え
る
ウ
ラ
マ
ー
の
大
半
が
マ
シ
ュ
ハ
ド
と
関
係
を
持
っ
て
い
師
。

点
か
ら
見
て
も
、
社
会
的
に
抵
裂
な
地
位
に
あ
っ
た
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
期
の
一
二
イ
マ

l
ム
派
ウ
ラ
マ

l
と
マ
シ
ュ
ハ
ド
と
の
関
係
壱
見
過
ご

す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
以
下
、

一
一
一
イ
マ

l
ム
派
ウ
ラ
マ

l
の
マ

y
a
ハ
ド
へ
の
移
住
の
観
点
か
ら
、

一
六
世
紀
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
の

都
市
社
会
の
状
況
を
考
察
す
る
。

1
 

1
 

1
 
一
ニ
イ
マ
l
ム
派
シ
I
7
派
諸
学
の
中
心
地
と
し
て
の
マ
シ
ュ
ハ
ド

創
設
と
同
時
に
、

サ
フ
ァ
グ
ィ

l
刷
君
主
は

γ
1
7
派
信
仰
を
イ
ラ

γ
国
内
に
広
め
る
こ
と
を
奨
励
し
、

一
二
イ
マ

l
ム
派
、
ノ

1
7
派
ウ
ラ

マ
ー
を
優
遇
し
た
。
最
初
期
に
は
、
レ
パ
ノ

γ
の
ジ
ャ
バ
ル

・
7
l
ミ
ル
出
身
の
メ

=σ
メ

vι
乞
九
回

Z
E
-
P
E
E
と
パ
フ
ラ
イ

γ
出
身

の

HE
E
S
F
印

E
P
3
E
P
--9
22
の
二
人
の
学
者
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
て
い
旬
。
中
で
も

E
K
EE

ザファヴィー朝支配下の型地マ γ ュハド(守'JI日

は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
宮
廷
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
、
イ
ス
マ

l
イ
l
ル
凶
何
回mFF
r
E
MH-
口

(
在
位
一
五

O
一
l
一
五
二
四
)
や
タ
フ
マ
1
A
プ
に
よ

っ
て
盗
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
巴

4HP
E
E
以
降
、

シ
ャ
イ
フ
ル

・
イ
λ

ラ
l
ム
や
ピ

l
v
晶
・
ナ
マ

l
ズ
(
礼
拝
の
導
師
)
と
い
っ
た
役
職
は
、

ア
ラ
プ
出
身
の

γ
1
7
派
ウ
ラ
マ
ー
を
中
心
と
し
て
、
君
主
に
よ
っ
て
任
免
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
旬
。

マ
シ
ュ
ハ
ド
で
シ
4

イ
フ
ル

・
イ
ス
ラ

l
ム
や
ピ

l
v
晶
・
ナ
マ

l
ズ
と
し
て
ア
ラ
ブ
出
身
者
の
名
が
挙
が
る
の
は
一
六
世
紀
後
半
の
こ
と

で
あ
る
が
(
表
2
l
@①)、

王
朝
側
か
ら
任
命
さ
れ
る
彼
ら
の
存
在
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、

シ
1
7
派
政
権
下
の
マ
シ
&
ハ
ド
で
は
シ

1
7
派

の
学
問
活
動
が
始
動
し
た
。

サ
フ
ァ
グ

ィ
l
朝
期
の
マ

γ
ュ
ハ
ド
で
最
初
に
活
動
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、

あ
る
。
彼
ら
は
一
五
一

O
年
頃
マ
ジ
品
ハ
ド
で
論
争
を
行
つ
回
。

先
に
挙
げ
た
ア
ラ
プ
出
身
の
巴
白
P
E
E
と

巳

OD
E
-
で

そ
の
際
巴
』

HP
E
E
は
、
当
時
数
々
の
点
に
お
い
て
非
難
さ
れ
て
い
た
サ

マ
三
ハ
ド
で
二
位
壱
執
錯
し
て
い
ヤ

フ
ァ
グ
ィ

l
刷
を
弁
護
す
る
立
場
を
と
り、

サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
最
初
期
の
思
想
形
成
に
非
常
に
大
き

こ
の

19 (185) 
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表 2-16世紀マシュハドで活動した主要な12イマーム派シーア派ウラマー

名 1IIJ 身 liiJ 職 マシュハ(期ド間で〉の活動 {泊 ヨF4 IH 』品

① Mir l¥Iu'Izz al.DIn 1545-46 イ7-7 7~、 ーサドノレ
| 拙(1…6) al.I<araklに師事.al. A. 405-6 

Muhammad -y  QatJfIからイジ守--<}' RJ.I:26 

@ I<halifa Asad Allah 1563 イスブァハ シャイフJレーイ;7.ラーム， 理性と伝承による学問に I<h. 438-9， 974 

-y  ムタワ y リー(1554-1563) 通暁，談 1-@

@ Shaykh 1;lusayn 1576-77 レパノ γ カズゲ -4-:/ シャイフJレーイ;7.ラーム， O Shahld.i Thani に師事 T. 155-6 

(ジャパル・ のシャイ71レ 数民(1563-64頃〉 Shaykh Baha'iの文

アーミル〉 'イ;7.ラーム

@ Mawlana 'Abd Ai1ah lE89(拘〕 シューシュ 最盟，アヲバ-;7.の教師 O シーラーズ.アラブで芋 T. 154， F. 64 

タJレ (T-1589) び，法曹議 に通暁 I<h. 8'曲-9

N. 264， 372-3 

@ Mawlana 'Abd シa‘・ーシ~ 円イグJレ・、 世授(T-1) シーラーズで学ぶ F.53・61

al.Wahid タJレ ールザーの教 @の同'u'

師

@ Mawl孟n孟 Muhammad 1589(殉〉 ロ;7.タムダ 教授(1569唄-15白〉 レザー刷の艶つかのマド :1'1'1. 1: 101 

Mushkak ール ラザで20年間量密

① Khw五jaAfclal al.Din 1583 イス7 7ハ カーディ ー ・ 教授(>1-1583) O 理性と伝if<による学問に T. 155 

Turka ーソ アスカル 通暁，カーディ ーのま系 F.60 

カズグィーンで@に師事

@ l¥lawlanaλq且 Janl P タプリーズ タフマーλ プ 教授(1572.......? ) Af. II: 21lb， 

の教師 266a-267a 

@ Shaykh Facll Allah 1589(殉〉 アフプ ピー シ~ ・ ナマース O 法学に通暁 T. 158 

(? -1589) 

可且
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l
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串
3
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A
V
W
E
Q
-
-
唱
し
烈

γ
[
p
z
h-
H
E
L
E
]
π
揖
d

ペ
τ。
醐

π
O
略、
ヰ
斗
-

B
・
@
-
H
-
A
V
W
4
1
4
h
v山

mMVJ
牛
久
久

γ.・
U

以
?
円
寸
打
普
号
炉
含
ペ

τ
。η
P
k
v
~w「刊日。

な
影
響
を
与
え
た
こ
の
二
人
の
ウ
ラ
マ
ー
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
で
の
論
争
が
、

マ
γ
ュ
ハ
ド
の
一
二
イ
マ
l
ム
派
、
ノ
l
ア
派
諸
学
の
起
点
と
な

サファグィー朝支配下の型地マシュハド〈守JII)

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
人
物
が
活
動
し
て
い
た
の
か
。

一
六
世
紀
に
マ
シ
ュ
ハ
ド
で
活
動
し
た
主
要
な
ウ
ラ
マ

1
の
経
歴
を
、
第
一

世

代
〈
①
@
)
、
第
二
世
代
(
①
|
③
)
、
第
一一一
世
代
(
⑮
l
@
)
の
三
グ
ル
ー
プ
の
中
か
ら
抽
出
し
て
検
討
し
よ
う
(
表

2e照
)
。

〈
第
一
世
代
〉

-
宮
町
宮
E
N
N
E
U
E
冨
ロ
V
E一口
自
E
凶

『

e
m
F
hHF
叶
史
巴

E
-u
z
z
p
v
m
H門

戸
間

(

茨

2
l
①
)

申

イ
旦
フ
ァ
ハ
l
y
の
ナ
キ
l
プ
の
家
系
に
属
す
。
イ
ラ
l
ヶ

・
ア
ジ
ャ
ム
の
最
も
敬
度
に
し
て
学
識
あ
る
サ
イ
イ
ド
で
あ
り、

一
五
二
四
年

頃
に
は
イ
ス
フ
ア
ハ
l
y
の
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
l
ム
で
あ
っ
た

[』官
官
F
8
2
。

法
学
に
精
通
し
、

法
学
関
係
の
諸
問
題
の
大
半
壱

巴

関
白
色
内
聞
の
も
と
で
学
び
、
彼
に
優
遇
さ
れ
た

[Arg-
色町
]。
し
か
し
そ
の

一
方
で
、

一
五
二
一
l
二
二
年
に
は
巴
'同

R
巴
目
の
敵
対
者
と

21 (187) 

目
さ
れ
る

巴
'
D
E目
白
か
ら
も
イ
ジ
ャ

l
ザ

(
教
務
許
可
)
を
受
け
て
い
る

[hkF
H
N
2
0

一
五
=
二
|
三
二
年
に

E
a同
R
P
E
の
推
薦
に
よ



り
サ
ド
ル
職
に
就
任
し
、
五
年
間
サ
ド
ル
を
勤
め
、
そ
の
聞
に
ジ
ャ
リ

1
7
の
普
及
や
ピ
ド
ア
(
異
端
)
の
排
斥
に
尽
力
し
た
[
量
E
P
S
3
。

(188) 

あ
る
宮
廷
医
師
の
議
舌
一
回
に
よ
っ
て
タ
フ
マ

l
λ
プ
の
寵
を
失
い
、
第
四
次
ホ
ラ
l
サ
l

y
遠
征
の
際
に
サ
ド
ル
職
を
罷
免
(
一
五
三
七
年
)
さ

22 

れ
て
か
ら
は
レ
ザ

1
蹴
に
居
住
し
、
信
仰
の
諸
学
問

(EZ
E
E-
H
E
E
官
)
の
教

滋

(
目E
E
)
や
礼
拝
に
従
事
し
た
[
と
E
P
A
-
m
]
。

一
五
四
五

ー
四
六
年
、

メ
ッ
カ
巡
礼
に
行
く
途
中
パ
ス
ラ
で
死
去
し
た
@

〈
第
二
世
代
〉

-
宮
m
戸
当
日
ロ
判

長

『
品
〉

--h
H
F
U・
宮
内
W
F
Eロ
己
印

y
ロ

ω
F
Z
Z
(表
2
l
@)

⑨
 

シ
与

l
シ
品
タ
ル
出
身
。
若
い
頃
に
シ

l
ラ
l
ズ
で
理
性
に
よ
る
諸
学
(
正
百
百
戸
ヨ
P
R
A
ロ
与
を
学
ん
だ
後
、

ア
ラ
プ
地
域
へ
行
き
、
そ
の
地

の
学
者
た
ち
と
交
流
壱
持
つ
。
中
で
も
ジ
ャ
バ
ル

・
7

l
ミ
ル
出
，
W

司の
学
者
と
交
流
し
、
法
源
論
(
互
巳
)
に
通
暁
す
る
@

そ
の
後
ザ
フ
ァ
グ

ィ
l
朝
宮
廷
に
行
き
、

タ
フ
マ

l
λ
プ
の
も
と
に
伺
候
す
る
が
、
ほ
ど
な
く
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
移
住
す
る
許
可
を
得
て
イ
マ

l
ム
・
レ
ザ
l
の
基

の
側
に
住
み
、
諸
学
の
教
母
や
信
仰
の
普
及
に
勤
め
た
[
吋
ト
A
F
5
3
0

彼
は
一
六
世
紀
末
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
を
代
表
す
る
ウ
ラ
マ
ー
で
あ
る
ロ
そ
し
て
、

マ
シ
ュ
ハ
ド
の
ウ
ラ
マ

l
の
最
高
位
に
位
置
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
彼
は
、

一
五
八
五
年
、

ア
ッ
パ
ー
ス
の

宮
日
ω
F
E
C
Z
一日間
V
MHD
が
ア
ッ
パ
ー
ス

・
ミ
1
ル
ザ
ー
を
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
連
れ
て
き
た
時
に
、

腹
帯
を
結
び
マ
シ
ュ
ハ
ド
で
即
位
の
儀
を
執
り
行
っ
た

で
2
3-
R
H柏田]。

さ
p
り
に
、

冨
巳
同
匹
E
C
E間
関

F
E
に
よ
り
ア
ッ
パ
ー
ス
の
教
郎

に
任
じ
ら
れ
[
主
吾
r
E
P
虫色
]、

良
吉
相
談
相
手
と
し
て
ア
ッ
パ
ー
ス
に
重
用
さ
れ
た
旬
、
主
炉
回
目
品
]
。

こ
の
よ
う
な
信
頼
関
係
が
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
、
メ
『
品
。
-
冨
z.
ョE
同
F
E
の
侵
攻
時
に
、
彼
は
ア
ッ
パ
ー
λ
に
対
し
て
マ
シ

品
ハ
ド
の
荒
廃
寺
時叶
え
る
出
簡
を
送
り
、
そ
の
市
世
間

が
ア
ッ
パ
ー
ス
を
マ
シ

z

ハ
ド
遠
征
に
駆
り
立
て
る
ほ
ど
の
効
力
を
奏
し
た
と
言
え
る

[
h
b
暗
号
室
-
S
3
。
反
面
、

レ
ザ

1
廟
の

γ
l
7
派
ウ

ラ
マ

l
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
た
め
に
、

マ
シ
ュ
ハ
ド
陥
落
時
に
ウ
ズ
ベ
ク
軍
に
よ
っ
て
捕
虜
と
し
て
連
行
さ
れ
た
。
彼
は
マ

l
・
ワ
ラ

l
・

7
y
ナ
フ
ル
で
タ
キ

l
ヤ
(
信
仰
の
秘
匿
)
を
行
い
、

シ
ャ
ー
プ
ィ
イ
l
派
と
し
て
振
る
舞
う
が
、

「
ハ
ナ
フ
ィ

l
派
の
狂
信
者
た
ち
」
に
よ
っ

て
殺
害
さ
れ
、
遺
体
は
焼
か
れ
た

[h
b
"
に
身
呈
-
∞
昆
l

∞
S-
吋斗弘、
P
H
明日]。

， 



回圃マ
A
H
U
M
--
A

・開

自

〈第
三
世
代
〉

-
mHM
W一可
W
F
F
E
門
〉
=
刷
『
『
‘
〉
『
己
巴
同
mw
H
円
ヨ
冨

3
、
巴
(
表
2
l
@
)

ジ
ャ
パ
ル

・
ァ
l
ミ
ル
地
方
の
マ
イ
ス
出
身
。
高
名
な
γ
1
7
派
法
学
者

3
4
rv
g
品
冨
ヨ
冨
主
的刊
の
孫
。
若
い
墳
に
レ
ザ
l
朗
に
参

詣
し
、

宮
hw
毛
広
島
メ
『
己
〉
=
hHv
m
F
ロω
耳
目
刊

を
悠
政
と
す
る
レ
ザ
1
腕
の
ウ
ラ
マ
l
に
師
事
。
法
学
に
通
暁
し
、
レ
ザ
l
崩
の
教
師
(B
c
l

E

E
ω)の

一
員
と
な
る
。

ウ
ズ
ベ
ク
軍
の
侵
攻
時
に
救
出
さ
れ
て
か
ら
は
宮
廷
に
行
き
、
し
ば
ら
く
カ
ズ
ゲ
ィ
l
γ
で
教
授
に
従
事
す
る
。
後
、

ア
ッ
パ
ー
ス
の
命
に
よ
り
イ
ス
フ
ア
ハ

l
y
に
移
る
。
7
ν
バ
l
ス
は
王
の
そ

7
の
側
に
彼
の
名
を
冠
し
た
そ
ス
ク
壱
述
加
、
彼
は
そ
の
そ

見
ク
で
法
学
や

ハ
デ
ィ

1
ス
学
の
教
授
に
勤
し
ん
だ

[叶
FAA
-
5
3
0

二
ハ
ニ
二
年
に
イ
ス
フ
ア

ハ
l
γ
で
病
死
し
た

司
、E
A
・
5
0
2
。

-
0
割
合

Z
口"
と
E

σ・

的
F
P
Z
『
巴
・
U
E

m

g
ωF
Z
Z
寓
目
ピ
宮

(
表
2
l
⑫
)

シ
晶
1
γ
晶
タ
ル
の

宮
P
HJE
E

家
の
サ
イ
イ
ド
。
ミ

5
5暗
号
制
の
著
者
。
彼
の
父
は

巴
ゐ
E
5
の
も
と
で
シ
ャ
リ
1
7
の
注
釈
を
学
び、

サファグィ ー朝支配下の型地マシュハド(守JIIl

イ
ジ
ャ

1
ザ
を
受
け
て
い
る

[
お
え
aE
-Mω
'
出
h-
H

N品
b
J
。

一
五
七
一
年
に
「
参
詣
と
学
問
習
得
の
た
め
に
」
故
郷
を
出
て
マ
γ

ュ
ハ
ド
ヘ

マ
シ
ュ
ハ
ド
で

宮
伊
三
官
仰
が
『
己
巴
l

者
割
F
E
(
表
2
l
⑤
)
に
師
事
す
る
。

行
き
、

し
か
し
キ
ジ
ル
バ

l
v
ュ
の
内
註
に
よ
り
騒
乱
が
絶
え

一
五
八
四
年
に
イ
ン
ド
へ

移
り、

な
い
た
め
、

ム
ガ
ル
羽
の
ア
ク
パ
ル
に
仕
え
た

[
出
え
2
E
喧
回目]。
彼
は
、
シ
1
7
派
信
奉
者
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、

出
し
た
。

ア
ク
パ
ル
の
も
と
で
厚
遇
さ
れ
、

ラ
ホ
ー
ル
の
大
カ
l
デ
ィ

ー
を
務
め
、

二
ハ
一

O
年
に
狂
信
的
な
月

γ
ナ
派
教
徒
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
加
。

ス
γ
ナ
派
四
法
学
派
の
見
解
に
従
っ
て
フ
ァ
ト

ワ
ー
を

以
上、

ラ
マ
ゆ
も
含
め
て
彼
ら
の
経
鹿
壱
世
代
ご
と
に
検
討
す
る
と
、
第
一
世
代
は
、

は
殆
ど
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
シ

1
7
派
議
学
に
通
じ
た
彼
ら
の
よ
う
な
イ
ラ
γ
出
身
の
学
識
者
た
ち
が
教
授
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と

マ
シ
晶
ハ
ド
で
活
動
し
た
ウ
ラ
マ

1
の
中
か
ら
、
主
要
な
数
人
の
経
歴
壱
詳
し
く
見
た
が
、

こ
こ
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
他
の
ウ

Ht
pF
mF
Z
と

同内HH巴
出
mw
〉

Eι

と
R
PF
(
表
2
l
②
)
以
外
に

が
指
摘
で
き
よ
う
。
ま
た
、
第
二
世
代
は
、
ア
ラ
ブ
出
身
者
で
、

シ
ャ
イ
フ
ル

・
イ
旦
ラ
1
ム
や
ピ
l
y
畠

・
ナ
マ
1
ズ
と
し
て
任
命
さ
れ
た

印
Fp
u、r
v
国
E
mwu、
ロ
(
表
2
1
③
)
や

印
Eu、r
v
司
mW
4
7
p
=
hHF
(
表
2
l
①
)
が
教
授
を
兼
ね
て
活
動
す
る
と
と
も
に
、

冨
mV4
5
ロ
hH
EP
σ
品
〉
=
mFF

(189) 23 



や

宮
mw
三

官
制民、
P
F
ι
E
o
t司
MHfE
と
い
っ
た
イ
ラ
ソ
出
身
者
た
ち
が
、

ジ
ュ
ハ
ド
に
移
住
し
、
教
授
と
し
て
活
動
し
た
。
さ
ら
に
、
第
三
世
代
に
な
る
と
、
は
じ
め
か
ら

ν
ザ
1
廟
で
学
問
を
国
自
得
す
る
こ
と
を
目
的

ア
ラ
ブ
地
域
や
ア
ラ
ブ
の

γ
1
7
派
法
学
者
か
ら
学
ん
だ
後
に
、

マ

(190) 2' 

に
マ
U
Y

晶
ハ
ド
を
訪
れ
、
第
二
世
代
の
教
授
陣
か
ら
学
ん
で
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
(
表
2
1@
⑫
⑬
)
。

こ
の
よ
う
な
世
代
ご
と
の
推
移
は
、

徐
k

に
マ
シ
晶
ハ
ド
で
の
学
問
的
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
ま
た
、
第
一

・
第
二
世
代
の
学
者
た
ち
が
ア
ラ
ブ
と

関
係
の
深
い
こ
と
か
ら
、

マ
N

Y

Z

ハ
ド
で
は
、

ア
ラ
ブ
の
伝
統
的
な
シ

1

7
派
諸
学
が
縦
「
期
さ
れ
た
と
見
な
し
得
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
学
問
的
活
動
の
内
容
に
つ
い
て
見
て
お
く
と
、
』
」
£
E
に
は
、
九
八

O
年
ラ
ジ
ャ
ブ
月
(
一
五
七
二
年
二

l
一
一
一
月
)
に
、

タ

フ
マ

l
λ
プ
が
自
分
の
教
師

(
E
ZE
M
E)
で
あ
っ
た
亘
E
Z
E
m
H
同
』
mF
】

hHE
吋
ち
Z
E
(表
2
l
@
)
に
出
し
た
レ
ザ
l
闘
の
マ
ド
ラ
サ
で
の

教
授
の
許
可
証
(
官
2
E
O
E)
が
引
用
さ
れ
て
い
る

[
込
冶
旦
口

N
M
E釦
IMミ
品
。

こ
の
許
可
証
か
ら
、
主
と
し
て
神
学

(WPEE-
F
E
巳
停

ι

tzE)、
法
源
論

(
g
o
E
)
、
法
学

(2
5、
ハ
デ
ィ

l
ス
学

(
Z
E
F
)
な
ど
シ

1

7
派
諸
学
全
般
が
教
授
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

方日

え
て
、
富
E
E
E判
長
『
己
〉
=
帥
F
m
F
ロ
ω
F
Z
Z
が
シ
ャ
イ
バ

l
y
朝
下
で
シ

号
l
フ
ィ
イ
1
派
と
し
て
振
る
舞
っ
た
り
、
。
刷
門
出

Z
E
〉
=
的

FHW

が
イ
ン
ド
で
四
法
学
派
に
応
じ
て
フ
ァ

ト
ワ
l
壱
出
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
が

γ
l
7
派
法
学
と
ス

γ
ナ
派
法
学
の
双
方
に
通
暁

し
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
後
述
す
る
冨
削
2

5
ロ
mH
冨
ロ
F
P
E
E
P
ι

呂
E
F
E
r
H凶
E
E
ヨ己
M
H
Z
(表
2
l
@
)
の
書
簡
か
ら
も
、
彼
の
見

Y

ナ
・
ハ
デ
ィ

l
λ
等
へ
の
造
詣
の
深
さ
が
窺
わ
れ
、

マ
シ
ュ
ハ
ド
の
ウ
ラ
マ

l
は
総
じ
て
、

シ
l
ア
派
諸
学
壱
中
心
に
イ
旦
ラ
ム
学
全
般
に

秀
で
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、

一
六
世
紀
の
マ
h
y
z

ハ
ド
で
は
、

ア
ラ
ブ
の
伝
統
に
誌
づ
い
た
正
統
な
シ

1

7
派
の
教
義
や
学
問
を
学
ぶ
こ
と
が

可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
六
世
紀
の

Y
1
7
派
ウ
ラ
マ

l
の
世
界
で
は
マ

γ
z
ハ
ド
は
未
だ
二
流
の
地
で
あ
り
、
ア
ラ
プ
地
域
の

ツ

1

7
派
諸
学
の
中
心
地
で
あ
る
ジ
ャ
パ
ル

・
7
1
ミ
ル
や
ナ
ジ
ャ
フ
に
は
到
底
及
ば
な
か
っ
た
白

ナ
ジ
ャ
フ
に
勉
学
に
赴
〈
例
も
あ
加
。

マ
γ
ュ
ハ
ド
で
の
学
問
に
飽
き
足
ら
ず
、

し
か
し
問
題
を
イ
ラ
ソ
国
内
、
す
な
わ
ち
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

1
制
領
内
に
限
っ
て
み
る
と
、
こ
の
時
期
マ

Y

ュ
ハ
ド
は
第
一
級
の
一
一
一
イ
マ

l
ム

， 



場

派
γ
1
7
派
諸
学
の
中
心
地
と
し
て
発
展
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
タ
フ
マ

l
ス
プ
礎
去
時
に
活
限
し
て
い
た
ウ
ラ
マ
ー
と
し
て

吋
』
』
』
に
名
前
の
挙
が
る
ウ
ラ
マ

l
の
半
数
以
上
が
、

そ
の
時
期
に
マ
シ
ュ
ハ
ド
で
何
ら
か
の
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

弘山

V
4
@
。
特
に
一
六
世
紀
後
半
に
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
学
問
習
得
の
た
め
に
訪
れ
た

m
F
3
、r
v
F
丘
町
kr
=刷
F
や

ρ注
目

Z
ロ
H
k
r
=何
回μ

た
ち
が
、
そ

の
後
一
流
の
学
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
領
内
で
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
学
問
的
水
準
の
高
さ
を
証
明
し
て
い
よ
う
。

一
中
ハ
世
紀
後
半
の
マ
シ
品
ハ
ド
の
ウ
ラ
マ

1
は
、
当
時
の
サ
フ
ァ
グ
ィ

1
朝
を
代
表
す
る
ウ
ラ
マ

ー
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
明

(2) 

一一一
イ
マ
l
ム
派
シ
l
7
派
ウ
ラ
マ
l
の
進
出
と
そ
の
影
響

で
は
、

一
六
世
紀
に
な
っ
て
新
た
に
統
k

と
移
住
し
て
き
た

V
l
7
派
ウ
ラ
マ
!
の
存
在
は
、

マ
シ
品
ハ
ド
で
は
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

先
に
挙
げ
た
許
可
証
で
は
、

吋
伊
耳
目
巴

の
場
合
、
年
間
総
額
三

O
タ
プ
ロ
ー
ズ
ィ

l
・
ト
タ
マ

γ
の
俸
給
が
レ
ザ

l
廟
の
ワ
タ
フ
財
か
ら
支

サファグィ ー朝支配下の型地マジ~ハ ド(守川1)

払
わ
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る

[と
昔
F

H
H

N

ミ
£
。
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、

こ
の
俸
給
は
タ
フ
マ

l
旦
プ
自
身
の
ワ
タ
フ
財
に
よ
っ

て
賄
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

叶
巳
u
H
H
N
刊
が
タ
フ
マ

l
ス
プ
の
許
可
に
よ
っ
て
教
授
と
し
て
魁
任
す
る

と
同
時
に
、
そ
の
際
タ
フ
マ

l
ス
プ
が
彼
に
経
済
的
保
障
を
確
約
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
ま
た
、
彼
の
他
に
も
教
授
と
な
っ
た
ウ

ラ
マ

1
の
中
に
は
、
移
住
前
に
直
接
宮
廷
で
王
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
(
表

2
l①
⑤
、
ま
た
③
①
は
任
命
)
。
彼

ら
の
場
合
に
も
、

お
そ
ら
く

叶
与
巳
巴
と
同
様
の
許
可
証
が
発
行
さ
れ
、
経
済
的
な
保
障
が
約
束
さ
れ
て
い
た
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

護こ
との
大よ
きう
〈な
呉 シ
な l
つ 7

て派
し、ウ

る@ラ
。『ず

と
世
俗
君
主
と
の
関
係
は

サ
フ
ァ
ず
ィ

l
朝
創
設
時
に
巴

IC
E
S
が
君
主
か
ら
の
報
奨
を
拒
否
し
た

ツ

1
7
派
信
仰
を
掲
げ
た
サ
フ
ァ
グ
ィ

1
籾
が
、
様
々
な
問
題
を
抱
え
な
が
ら
も
国
家
と
し
て
確
立
さ
れ
た

一
六
世
紀
中
葉
以
降
は
、

γ
l
7
派
ウ
ラ
マ

l
の
側
も
王
朝
の
経
済
力
を
頼
り
に
行
動
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、

彼
ら
は
「
信
仰
と
学
問
に
従
事
す
る
」
と
い
う
脱
世
俗
的
な
目
的
を
掲
げ
て
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
移
住
し
て
は
い
る
が
、
移
住
先
が
サ
フ
ァ
グ
ィ

1

(191) 25 



朝
領
内
の
マ

γ
ュ
ハ
ド
の
場
合
、
彼
ら
は
世
俗
の
王
朝
と
無
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
緊
密
で
あ
っ
た
場
合
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(192) 

ア
ッ
パ
ー
ス
と
懇
意
で
あ
っ
た

宮

mE
広
島

長
『
品
〉
=
hH
F

凹
古
島

Z
ユ

な
ど
は
、

そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、

民
E〈
5
2
mF
ι
r
F己

26 

巴
l

毛
主
互
の
よ
う
に
、

ウ
ラ
マ

l
の
中
に
は
、
宮
廷
で
の
騒
乱
壱
嫌
っ
て
マ

γ
品
川
ド
に
移
住
し
た
者
も
い
る
こ
と
か
ら
、

お
そ
ら
く
宮
廷

の
ウ
ラ
マ
ー
ほ
ど
直
接
世
俗
事
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、

マ
シ
ュ
ハ
ド
に
い
る
限
り
、
彼
ら
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
と
街
接

な
関
係
壱
保
ち
つ
つ
、
そ
の
庇
護
下
に
判
枯
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

C々
戸り
H
L

、
シ
l
ア
派
ウ
ラ
マ
!
と
王
朝
の
相
互
依
存
と
い
う
関
係
の
密
接
さ
は
、

マ
シ
晶
ハ
ド
の
有
力
者
回
全
体
の
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
に
対

す
る
姿
勢
に
変
化
壱
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
既
に
二
ハ
世
紀
中
に
、
サ
イ
イ
ド
は
サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
政
権
に
よ
っ
て
庇
護
さ
れ
る
存
在
と
な

っ
て
い
わ
。
本
来
の
有
力
者
層
の
中
心
壱
占
め
て
い
た
サ
イ
イ
ド
に
加
え
て
、
サ
イ
イ
ド
以
上
に
影
響
力
の
あ
っ
た
、
新
勢
力
の

γ
1
7
派
ウ

ラ
マ

l
悶
が
同
様
に
王
朝
に
よ
っ
て
優
遇
さ
れ
た
た
め
に
、

マ
シ
ュ
ハ
ド
で
は
シ

1
7
派
化
が
促
進
さ
れ
る
と
同
時
に
、

サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
政

権
に
対
し
て
の
帰
属
意
識
が
芽
生
え
た
。

マ
シ
ュ
ハ
ド
の
有
力
者
屈
の
帰
属
意
識
は
、
彼
ら
の
一
六
世
紀
初
頭
と
一
六
世
紀
末
の
ウ
ズ
ベ
ク
軍
に
対
す
る
対
応
を
比
ベ
て
み
る
と
、

よ

り
明
確
と
な
ろ
う
。

一
六
世
紀
初
頭
に
は
、

サ
イ
イ
ド
壱
中
心
と
し
た
マ

γ
ュ
ハ
ド
の
有
力
者
た
ち
は
、

シ
ャ
イ
パ

l
y
羽
と
サ
フ
ァ
ず
ィ

l
朝
の
支
配
を
交
互

に
受
川
町
。
激
励
期
に
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
政
権
に
の
み
、
仰
一
服
す
る
の
で
は
な
く
、
両
政
権
の
支
配
を
抵
抗
す
る
こ
と
な
く
受
け
入
れ

て
い
た
。
そ
の
た
め
彼
ら
の
生
命
は
保
証
さ
れ
、
彼
ら
は
ど
ち
ら
の
政
権
か
ら
も
サ
イ
イ
ド
と
し
て
尊
崇
を
享
受
し
得
た
。
し
か
し
、
新
た
に

移
住
し
て
き
た
ウ
ラ
マ

l
悶
は
、
同
じ
シ

1
7
派
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
多
大
な
庇
甜
躍
を
受
け
る
立
場
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
サ

フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
政
権
に
加
担
し
た
。

一
六
世
紀
末
、
彼
ら
は
、
直
前
の
へ
ラ

l
ト
征
服
時
に
住
民
を
虐
殺
し
た
ウ
ズ
ベ
ク
軍
に
対
し
て
恭
順
の

姿
勢
を
と
っ
て
い
な
い
。

先
述
の
よ
う
に
、
宮
9
4
5
コmH
-〉
F
n
固
と
ZH
F

m
F
r
F
Z

ユ

は
ア
ッ
パ
ー
ス
に
援
軍
を
要
請
し
、
同

E
Zヨ
己副し
巳

は
、

ウ
ズ
ベ
ク
側
の
A

Y
ナ
派
ウ
ラ
マ

l
に
反
駁
の
書
簡
を
送
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
彼
ら
の
行
動
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
ら
は
サ
フ
ァ
グ
ィ

1



朝
を
庇
護
者
と
見
な
し
、

派
信
仰
を
擁
護
し
た
の
で
あ
る
。

戸
ヤ
イ
パ

l
y
朝
に
対
し
て
は
敵
対
す
る
と
同
時
に
、
思
想
面
で
の
専
門
家
と
し
て
、

サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
の

γ
l
ア

す
な
わ
ち
、

二
ハ
世
紀
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
は
シ

l
7
派
政
権
庇
護
下
の
型
地
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
シ

1

7
派
ウ
ラ
マ
!
と
ツ

1

7
派
王

初
は
当
然
の
よ
う
に
結
び
つ
い
た
。
そ
の
山
間
係
は
、
王
朝
か
ら
は
経
済
商
や
軍
事
而
で
の
保
護
が
ウ
ラ
マ

l
に
与
え
ら
れ
、
ウ
ラ
マ
ー
か
ら
は

た
と
い
う
点
に
、
型
地
で
あ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
特
異
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

思
想
茄
で
の
擁
護
が
王
朝
に
対
し
て
為
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
が
こ
の
時
期
に
レ
ザ

l
納
壱
中
心
と
し
て
都
市
全
体
で
行
わ
れ

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、

γ
1
7
派
聖
地
で
あ
る
た
め
に
他
都
市
と
は
大
き
く
異
な
り
、
都
市
の
動
向
を
決
定
す
る
有
力
者
問
に

γ
1
7
派

ウ
ラ
マ

1
が
進
出
し
た
こ
と
で
、

マ
シ
ュ
ハ
ド
の

γ
l
7
派
化
は
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
ウ
ラ
マ
ー
が
王
朝
側
と
結
束
し
、
そ
の

利
害
を
共
有
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

一
面
で
は
危
険
も
伴
う
。
そ
の
危
険
が
現
実
と
な
っ
た
の
が
、
以
下
に
述
ベ
る
よ
う
に
、

サファグィー朝支配下の型地マシユハド(守JII)

ウ
ズ
ベ
ク
軍
の
侵
攻
と
マ

γ
ュ
ハ
ド
の
陥
落
で
あ
っ
た
。

①
中
で
も
イ
マ
l
ム

レ
ザ
!
と
そ
の
父
ム
l
サ
!
(錦
七
代
イ
マ
1
ム〕

の
子

孫
が
マ
シ
品
ハ
ド
で
は
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た

[
h
r
i
2
2、
H

=
ω
]
・

h
h
邑
さ
に
は
、
テ
ィ
ム
I
ル
朝
末
期
の
有
力
者
た
ち
の
略
歴
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

が
、

E
X
E
Z
ZE〕

E

Z可
品
時
代
〔
在
位

一
四
七
O
l
一五
O
六
)
に
は
、

ム
i
サ
!
車
と

νザ
l
家
の
ナ
キ
1
プ
た
ち
を
統
括
す
る
三
人
の
ナ
キ
1
プ
の
唱

が
列
伝
の
依
疏
に
帯
げ
ら
れ
て
い
る
[
ミ
邑

F
E
a
.

@
一
二
イ
マ
i
ム
派
ウ
ラ
マ

i
の
有
在
は
、
サ
フ
ァ
グ
ィ
!
朝
以
前
の
マ
シ
品
目

ド
で
は
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
.
ス
γ
ナ
派
政
権
で
あ
ヲ
た
テ
ィ
ム
l
ル
靭

期
に
は
、
署
名
な
ウ
ラ
マ

1
は
大
半
が
首
都
へ
ラ
1
ト
で
活
躍
し
て
お
9
、一

方

マ
シ
晶
ハ
ド
で
は
、
テ
ィ
ム
1
ル
朝
末
期
か
ら
サ
フ
ァ
グ
ィ
l
朝
初
期
に
か
帥
り
て

は
、
マ
シ
ユ
ハ
ド
出
身
の
サ
イ
イ
ド
が
、
既
述
の
ム
タ
ヲ
ツ
リ
ー
の
み
な
ら
ず
、

一
五
八
九
年
の

ヵ
ー
デ
ィ
ー
や
シ
ャ
イ
フ
ル
イ
ス
ラ
1
ム
と
い
ヲ
た
専
門
的
知
識
を
要
す
る
宗

教
関
悟
の
職
緬
を
も
担
ヮ
て
い
た
[
民
邑

F
ω
2
-
E
3
.

@

タ
フ
マ
1
ス
プ
出
回
去
時
三
五
七
六
年
)
に
活
部
し
て
い
た
主
裂
な
ウ
ラ
マ
l

の
列
伝
で
あ
り
、一

一
人
の
ウ
ラ
マ
ー
が
量
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
の
七
人

が
マ
タ
ユ
ハ
ド
と
関
係
す
る
で
、
主
込
-
Z
T
E
E
-

@

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

1
朝
初
期
の
君
主
イ
ス
マ

1
イ
1
ル
と

タ
フ
マ
l
ス
プ
は
一
ニ
イ
マ
l
ム
派
の
旧
制
点
で
あ
る
バ
フ
ラ
イ
γ
や
ジ
+
バ
ル

ア
ー
ミ
ル
か
ら
杢
散
の
学
者
を
イ
ラ
ン
に
招
明
し
、
盤
ら
が
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
1
朝
の

正
統
金
シ
1
ア
派
化
に
只
帥
臥
し
た
と
官
わ
れ
て
き
た
が
、
近
年

2
0
5
5包
は
こ

の
説
を
否
定
し
、
実
際
に
は
ア
ラ
ブ
の
学
者
は
、
サ
フ
ァ
グ
ィ
1
朝
の
シ
l
ア
派

信
仰
へ
の
嫌
思
惑
と
移
住
ウ
ラ
マ
!
の
先
駆
者
で
あ
る
己
ー
ス
2
9
E
へ
の
反
感
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か
ら
、
サ
フ
ァ
グ
ィ
l
羽
を
忌
避
し
続
け
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
[
〉
』

W
4
0
毛
S
E
M
・
‘
『
吋
p
o
h
p
崎
司
同
日
戸
O『

5
0
の
】
2
5
E
玄
』
関
Eご
O
B
吉
ω
m
m
g
2
a
H
E
ロ

〉
E
σ
ω
E
H
m
o
o
h
u
旬
。
g
c
。
コ
件
。

-〉
ロ
E
l
M
内
宮
内
'
r
M
m
w
百
円
凶
ω
h
m
m
w
毛
E
ω
E
M
m
B
J

b
z
-
3
~
h
am旬

、hEu
一三
時
句
ω
ω
(
目
凶
器
〉
〔
以
下
Z
O
毛
ヨ
g
z
E
と
略
〕
]
。

@
こ
れ
ら
の
職
に
お
け
る
ア
ラ
プ
の
シ
l
ア
派
ウ
ラ
マ
!
の
増
加
に
つ
い
て
は
、

ω
〉
〉
こ
。
ヨ
h
H
D
A
P
U
ヲ
語
句
Mb
a
k
。
定
。
L
、
。
。
札
a
a
a
S
旬
、
、
自
民
札
刊誌

、
書
室
お
一
勾
句

、‘hhsr、ザとhRhM、。司、民
RF
ぬ
唱
え
旬
。
2
ミ
谷
川
町
L
e
E
F尚
O
S
相
句
、
F
h
m
定
同
昔
、
町
三
蜘
¥
喝
。
差
"

苦
p
h
陶
芸
芸
品
河
芯
孟
2
・
。
E
E
m
o
g
a
F
E
o
p
E
宮
也
E
0
8
5
N
を
吉
照

さ
れ
た
い
.

@
両
者
の
論
争
に
つ
い
て
は
2
0
5
6
2
E
声
器
t
宮
が
詳
し
い
.

①
一
二
イ
マ
!
ム
派
の
法
学
問
E
E
E
ミ
ー
旨
‘吾
、
旬
、
岳
一
と
三
人
の
カ
リ
フ
の
呪

組
を
認
め
た
ミ
a
h
b
b
h
h
Z
ト
主
号
、
ト
s
i
E
L
E
h
g
h
E
吋
州
立
詮
の
一
一
世

で
あ
る
[
迄
吋
口
問
2
m
v
宮
N
E
E
-
z
〈

n
r
MM
t
a
o
p
N
N
E
E伺
E
M
l
吉
ω
E
Z

吋
h
w
y
gLμω
σ
叩

p
m
E
-
M
J
〉
岳
、
と
言
・
3
b
h
=
a
b
b
a
h
h
a
u三
‘
-
a
a
y
v
a
s
a
‘
q
~
泊
三
崎

、芦柄拘詑叫
e
Y
明
母
、
お
旬
、
忌
お
札
口
吋
品
〈
F
ω
旬
。
〉
。
。
吋
l
o
m
∞
]
。

@
彼
の
一
政
に
つ
い
て
は
、
見
。
P
E
E
m
N
B
E
n
-
r
E
b
g
"
S
E
x
-
h
九
戸

阜
、
a
b
込
町
三
号
、
h
同
句
"
'
h
N
W
去
、
a
h
L
言
、
、
2
2
R
Z
2
-
旬
、
a
s
h
2
0
b
m
h
旬
、
町
、

H1
5
-uc
a

E

∞2
5官
F
冨
宮
古
N
Z
l
N
E
に
各
人
物
の
略
歴
と
系
図
が
付
さ
れ
て
い
て
、

今
日
で
は
不
十
分
な
点
も
あ
る
が
、

容
考
に
な
る
.

@
同
じ
く
シ
ュ

1
シ
ュ
タ
ル
出
身
の
m
v
z
z
-
E
〉
5
2
F
ロ
m
y
E
コ
と
い

う
同
名
の
ウ
ラ
マ
ー
が
存
在
し
、
混
同
し
や
す
い
。
彼
の
父
親
の
名
は
ヱ
=
3
口
。

@
王
の
広
場
に
隣
接
す
る
そ
ス
ク

ヨ
E
』
E
L
自
信
句
r
z
r
E
同
E
5
2
の
こ
と
a

@
彼
の
兄
弟
の
一
人
は
マ
シ
ユ
ハ
ド
に
留
ま
り
、
ウ
ズ
ベ
タ
軍
の
侵
攻
の
際
に
マ

シ
品
ハ
ド
で
殉
教
し
た
[
E
E
n
s
p
ω
3
.
因
み
に
、
=
ぇ
2
E
の
著
者
三
可

メ
買
巳
I
Z
E
W
は
O
Z
M
M
L
U
司
と
お
門
戸
の
息
子
で
あ
る
。

@
ω
r
p
z
r
目
5
4
ロ
d
E
=
(
表
2
l
@
)
に
つ
い
て
は
、
〉
]
M
4
0
2
ヨ
E
-

2

吋
O毛hw円己
ωmw
MN。
。。32an『仰向
"。旬
。
向
"
v
o
A
mwbwZ釦
ロ
m
ny。。
-
。
町
司
E
-
o
ω
。
!

同vv
「

m
r
m
w
司
副
長
切
れ
Hr
p
J
"
白
内
H
5
0
m
o
z
。
m
2
5
m
m
m
m
W
4
2
a
-C
Z
ヨ
島
、
J

E
R
R
同
S
N
E
5
E
E
l
N
C
C
∞
∞
〉
H
S
l
Z
H
を
、
及
び
豆
町
Z
z
y
m
ヨ
ヨ
白
色
切
Z
R

U
閉
司
間
色
〈
茨
2
l
⑮
〉
に
つ
い
て
は
、
m
EZ
Z
Z
F
-
4官
2
Z
E
Z
。
S
3
2
F

Mur--O悶
OMU
Z
叫
卵
白
色
吋
r
o
。
-
o
一
例
可
M
ロ
F
F
R
W
印
刷
門
戸
2
a
H
U
。
コ
。
a
J
日
吉
町
ぬ
三
守
』
宅
旬
、
句
"

N
h
m
腕
、
。
屯
号
、
E
F
〈

O
-
P
E
E
-
g
u
l耳
切
を
そ
れ
ぞ
れ
宰
照
さ
れ
た
い
。

⑬

言

吉
ユ
r
u
m
R〉
E
Z
Z
F
J
F
N
a
(
一
五
七
四
年
頃
没
)
は
、
マ

シ
品
ハ
ド
で

教
師
を
つ
と
め
る
が
、
ハ
デ
ィ

1
ス
学
や
法
学
な
ど
を
学
ぶ
た
め
に
ナ
ジ
ャ
フ
へ

行
く
。
し
か
し
ナ
ジ
ャ
フ
で
も
満
足
で
き
ず
に
ジ
で
ハ
ル
・
ア
l
ミ
ル
へ
行
き
、

つ
ア
ィ

i
ス
の
研
究
に
従
事
し
た
と
い
う
[
民
吉
E
E
p
u
胃
-
E
2
.
こ
れ
は
当

時
の
ジ
l
ア
派
世
界
で
の

Y
1
ア
派
研
究
の
伝
統
あ
る
い
は
権
威
の
差
を
示
唆
し

て
い
よ
う
・
尚
、
シ
!
ア
派
諸
学
の
中
心
地
の
時
代
的
な
推
移
に
つ
い
て
は
、

呂

町
宅
向
。
ヨ
o
p
、
合
旬
、
唱
え
E
F
R
h
s
a
古

川

E
-
m
p
h
S
F
W
4
0
さ
Z
h
=
2
M
m
z
a
F
。
ロ
色
。
2
・

呂
田
・
2
1
Z
切
に
簡
単
に
紹
介
さ
れ
て
い
る。

@
一
五
八
九
年
に
ウ
ズ
ベ
ク
軍
が
レ
ザ
l
廟
に
侵
攻
し
た
際
、
廟
内
の
図
初
館

〔
E
品
マ
Z
E
P
)
に
は
、
イ
ス
ラ
l
ム
の
最
も
速
い
諸
都
市
か
ら
集
め
ら
れ
た
様

々
な
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
い
う
[
吋
、
曲
、
主
'
t
a
.

ま
た
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
を

奪
回
し
た
ア
ッ
パ
ー
ス
は
一
六

O
六
年
に

νザ
l
廟
と
ザ
フ
ィ
!
廟
に
出
物
の
ワ

タ
フ
を
行
い
、
レ
ザ
!
廟
に
は
「
法
学
、
コ

!
ラ
ン
解
釈
学
、
ハ
デ
ィ
l
ス
学
の

出
な
ど
ア
ラ
ビ
ア
穏
や
苧
問
の
曾
」
を
、
サ
フ
ィ
!
廟
に
は
「
歴
史
円
、
詩
集
、

ア
ジ
ャ
ム
の
人
の
著
作
な
ど
ベ
ル
シ
ア
語
の
白
」
を
寄
進
し
た
守
、
主
弘
、
目
ニ
.

こ
の
寄
進
内
容
か
ら
も
、
シ
I
ア
派
結
芋
に
傑
出
し
て
い
た

マ
シ
ユ
ハ
ド
の
学
問

の
性
絡
が
読
み
と
れ
よ
う
。

⑮

巴
1
0
旦
5

の
場
合
、
イ
マ

1
ム
不
在
時
の
世
併
品
主
は
圧
制
者
で
あ
る
と
の

シ
1

7
派
法
学
の
且
解
に
従
っ
て
行
動
し
、
君
主
か
ら
の
報
奨
は
「
ヨ
許
可
喜
(
望

ま
し
く
な
い
こ
と
〉
」
と
見
な
し
草
堂
し
な
か
っ
た

[
ミ
邑
F
色
。
-
。
q
・
2
?

ω
巴
]
@
E
M《
E
P
E
は
彼
と
は
対
照
的
に
イ
ス
マ

1
イ
!
ル
か
ら
ソ
ユ
ル
ガ
ル
を

は
じ
め
数
々
の
報
奨
を
受
け
れ
J
、
一
方
で
、
タ
フ
マ

1
ス
プ
は
金
問
日
の
夜
と
昼
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• 

@ 
えが優に

タら日過は
フれ常すシ
マる 4ヒる 1
1 ・ナ政ア
ス る策派
プ とその
は 、行 ウ

出 ヲ ラ

4匝 工てマ
年 官 い 1

- た に
四 聞 と金
人 の い 貨
の ようを
イう[下
マな E賜
i ウ E す
ムラ.:::'る
た マミな
ち I 二ど
のは歪

517J 
に にの派
は 属 よ ウ
、 し う ラ

マ たなマ
シ と政 1
晶 考策を

ハ
ド
や
コ
ム
の
サ
イ
イ
ド
に
金
貨
を
下
賜
し
て
い
た
[
弐
言
Z
苫
F

呂
2
.

@
例
え
ぽ
、

一
五
一

O
年
の
イ
ス
マ

I
イ
l
ル
入
斌
時
で
『
岳

F
H
E
o
z、
一

五
一
三
年
の

d
E
1
z
z
v
E
H
E
の
征
服
時

[mhzFEω]
な
と
.
本
稿

は
じ
め
に
駐
@
富
田
.

E 

シ
ャ
イ
パ

l
ン
朝
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
占
領
と
サ
7
ァ
ヴ

ィ
l
朝
の
シ
1

7
派
信
仰

最
後
に
、

シ
ャ
イ
パ

l
γ
湖
に
よ
る
マ

v
a
ハ
ド
n
k
攻
を
手
が
か
り
に
、

γ
1
7
派
化
の
進
ん
だ
マ

V
S

ハ
ド
へ

の
γ
ャ
イ
パ

1
Y
朝
の
対

応
を
、
当
時
の
マ
シ
品
ハ
ド
を
拠
点
と
し
た
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
の
シ

l

7
派
信
仰
の
特
徴
と
絡
め
て
考
察
し
よ
う
。

(1) 

侵
攻

の
経
緯

サファグ， -朝支配下の聖地マ γュハド(守'JiI)

申

一
年
に
亙
る
包
囲
の
後
へ
ラ
l
ト
を
占
領
し
た
白
〉
『
巳
〉
=
帥
『
穴
F
m
E
は、

一
五
八
八
年
=
一
月
、

マ
γ
ュ
ハ
ド
征
服
を
目
指
し
て
進
軍
し

た
。
ウ
ズ
ベ
ク
軍
は
、
二
ヵ
月
間
マ
シ
ュ
ハ
ド
を
包
囲
し
た
後
、

一
E
は
パ
ル
フ
に
帰
還
す
る
[
吋
h
ト
A

-
M

白由
]。
し
か
し
、

マ
シ
ュ
ハ
ド
ま
で

進
軍
し
た
ア
ヅ
パ

l
ス

mFhHF
メ
σσ
官

(
在
位
一
五
八

b
i
-
-ハ
ニ
九
)
が
、
西
方
領
土
に
オ
ス
マ

γ
朝
が
佼
攻
し
た
こ
と
や、

ホ
ラ

1
サ

l
γ

に
は
食
糧
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
か
ら
撤
退
し
た
た
め
に
、
メ
σι

と
-B
同
FhHロ
は
翌
一
五
八
九
年
に
、

息
子

島〉
σ
ι
E
o民
z.E
E
R
F
M
H門戸

を
マ

v
a
ハ
ド
征
服
に
向
け
て
再
度
派
逃
し
た
。

一
度
目
の
包
図
時
に
、

マ
ツ
ュ

ハ
ド
の
住
民
と
マ

l

・
ワ
ラ

1
・
7
y
ナ
フ
ル
の
シ
ャ
イ
パ

l
γ
机
下
の
ウ
ラ
マ
!
と
の
聞
で
、
ウ
ズ
ベ
ク

軍
の
マ

γ
品
ハ
ド
攻
撃
を
巡
る
興
味
深
い
や
り
取
り
が
為
さ
れ
て
い
る
。
先
に
マ
シ
Z

ハ
ド
の
住
民
か
ら
幽
さ
れ
た
、
ウ
ズ
ベ
ク
寧
の
攻
態
壱

非
難
す
る
陶
簡
に
対
し
、
シ
ャ
イ
パ

l
y
朝
下
の
ウ
ラ
マ

1
は
、
ウ
ズ
ベ
ク
間
半
の
マ
シ
ュ
ハ

ド
攻
撃
す
守
合
法

(E巴
〉
と
見
な
す
次
の
よ
う
な

返
笹
を
送
り
つ
け
切
。
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ス
ン
ナ
と
共
同
体
の
民
の
宗
派

(EEHMUPM》
)
と
ウ
ラ
マ
!
や
敬
度
な
る
者
た
ち
の
神
学

(
5
5
E
)
壱
完
全
に
放
棄
し
、
信
者
た
ち
を
第
一
の
信
仰
へ

30 (196) 

と
向
か
わ
せ
ず
、
醜
悪
な
る
シ
!
ア
の
道
を
表
明
し
、
不
信
心

(
E『
る
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
二
人
の
シ
ヤ
イ
フ
様
(
ア
プ
1
・
バ
ク
ル
と
ウ
マ
ル
)
や
二

つ
の
光
の
所
有
者
様
(
ウ
ス
マ

l
ン
)
や
〔
ム
ハ
ン
マ
ド
の
〕
治
神
な
.
。
妻
た
ち
の
幾
人
か
を
誹
務
し
阻
訟
す
る
こ
と

(Eσσ
毛
P
F『

D
)

を
容
認
す
る

者
た
ち
の
場
合
に
お
い
て
は
、
全
知
な
る
主
の
命
令
に
よ
る
と
、
イ
久
ラ
l
ム
の
宥
主
の
み
な
ら
ず
他
の
全
人
頬
に
と
り
、
彼
ら
の
殺
害
や
郎
圧
は
試
の

彼
ら
の
家
屋
の
破
壊
や
財
産
の
没
収
は
認
め
ら
れ
る
.

信
仰
の
最
も
銭
高
な
る
行
為
と
し
て
義
初
で
あ
り
、
必
要
な
こ
と
で
あ
る
.

ま
た
、

-〉

σσ
官、

H

H園
田
]

こ
こ
で

γ
ャ
イ
バ

l
γ
朝
下
の

λ
γ

ナ
派
ウ
ラ
マ
ー
は
、
攻
撃
合
法
化
の
理
由
と
し
て
「
誹
諺

・
呪
認
」
を
挙
げ
て
い
る
。
彼
ら
に
よ
る
と
、

呪
誌
は
「
不
信
心
」
な
行
為
で
あ
る
た
め
に
、
呪
訟
を
容
認
す
る
者
は
不
信
心
者
(
冨
智
)
と
な
り
、
そ
の
結
果
必
然
的
に
、
不
信
心
者
の
殺

容
と
し
て
、

マ
シ
品
ハ
ド
攻
撃
は
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
フ
ァ
ト
ヮ
ー
で
は
「
呪
抽
出
」
が
マ
シ
品
ハ
ド
住
民
を
不
信
心
者
と
見
な
す
唯
一
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
が
、
呪
訟
は
サ

フ
ア
ず
ィ

l
朝
の

γ
l
7
派
信
仰
と
非
常
に
密
接
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
シ
↓
イ
バ

l
y
朝
下
の

λ
y
ナ
派
ウ
ラ
マ
ー
が

糾
弾
す
る
「
不
信
心
な
行
為
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
呪
誌
」
に

つ
い
て
、

サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
内
で
の
経
緯
壱
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。

(2) 

サ
7
7
ヴ
「

羽
γ
1
7
謙
信
仰
に
お
け
る
「
呪
蜘」

一
五

O
一
年
に
タ
プ
リ
l
ズ
で
即
位
し
た
イ
ス
マ

1
イ
l
ル
は
、

一
二
イ
マ

l
ム
派
の
フ
ト
パ
を
詠
み
、

γ
l
ア
派
を
立
言
す
る
と
同
時
に
、

カ
リ
フ
ら
へ
呪
誌
を
強
制
し
た
。
史
料
に
よ
り
多
少
の
泣
い
は
あ
る
も
の
の
、

な
さ
れ
る
ア
プ
l
・
バ
タ
ル
、
ウ
マ
ル
、
ウ
ス
マ

l
y
の
三
人
の
カ
リ
フ
、
ム

ハサ
γ フ
マア

ドず
のィ
妻 1
7 朝

こ
イよ
シ る
ャ呪
な言且
どの
で対
あ象
つ は
た母 、
。 ア

リ

の
敵
と
見

イ
九
マ

I
イ
1
ル
が
即
位
と
同
時
に
始
め
た
呪
詑
行
為
の
実
態
を
具
体
的
に
示
す
例
と
し
て
、

「E
言
、
E
J」
と
呼
ば
れ
る
一
団
の
人
々
の

存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
五
三
九
年
か
ら
一
五
四

O
年
に
か
け
て
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

1
朝
宮
廷
に
滞
在
し
た
足
。
E
FZ
が
宮
廷
内
の
興
味
深
い
光

， 



-

R
M
を
述
ベ
て
い
る
の
で
引
用
し
よ
う
。

宮
廷
で
は
王
が
座
る
と
皆
が
座
り
、
王
が
立
ち
上
が
る
と
宮
廷
に
い
る
皆
が
立
ち
上
が
る
。
朝
、
王
が
縞
見
の
掛
へ
行
く
た
め
に
寝
室
壱
出
る
時
、
彼
は

二
人
の
男
岳
連
れ
て
い
る
@
彼
ら
二
人
は
各
々
金
属
製
の
太
鼓
を
手
に
持
ち
、
神
を
鍛
え
、
ゥ
マ
ル
と
ウ
ス
マ

l
γ

と
ア
プ
I
・
バ
ク
ル
壱
呪
い
な
が
ら

叫
び
だ
す
.
そ
し
て
「
ウ
マ
ル
、

ア
プ

i
・
バ
タ
ル
に
無
限
の
呪
い
あ
れ

(qpb
v
E官

E一口
E

E
て
巴
ヨ
E
-
C
F
E
ME-
〉

E

ウ
ス
マ
!
ン
、

国側
W
M
Z)
1

」
と
宮
い
、
王
が
席
に
品
川
市
く
ま
で
叫
び
な
が
ら
つ
い
て
い
く
。
そ
れ
か
ら
彼
ら
は
静
か
に
な
る
。
ま
た
、
王
が
部
屋
に
戻
ろ
う
と
し
た
時
も
、

彼
ら
は
王
が
部
屋
に
入
る
ま
で
同
様
に
叫
び
続
け
る
.
王
の
兄
弟
も
同
様
に
、
宮
廷
に
行
こ
う
と
す
る
時
に
は
、
こ
れ
ら
の
「
吉
宮
ミ町納
」
と
呼
ば
れ
る

人
々
の
一
人
を
連
れ
て
行
く
。
彼
は
玉
の
兄
弟
が
席
に
新
く
ま
で
同
じ
ζ

と
を
叫
ぶ
。
[置
。
ョ

σE-NO]

富
。
ョ

σ問。
が
記
す
よ
う
に
、
彼
ら
「
吉
宮
、

zd」
は
、
呪
訟
を
生
業
と
す
る
職
業
集
団
で
あ
り
、
玉
の
傍
ら
に
つ
き
従
っ
て
三
人
の
カ
リ
フ
や

⑥
 

オ
ス
マ
ソ
朝
に
対
す
る
呪
訟
を
日
常
的
に
行

っ
て
い
た
。

サファグィ一朝支配下の型地マ γaハド(守)[[)

「
E
Eミ
急
」
に
象
徴
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
の
呪
認
行
為
は
、
当
初
か
ら
過
激
で
逸
脱
し
た
行
為
と
し
て
認
識
さ
れ
、
イ
ラ

y
国
内
の
各
地
で
動
揺
を
引
き
起
こ
し
回
。
さ
ら
に
、
一
五
一
二
年
に
即
位
し
た
オ
ス
マ

γ
朝
の
ス
ル
タ
ソ

・
セ
す
ム
に
よ
っ
て
、
本
格
的
に

非
難
壱
受
け
切
。
セ
ロ
ム
は
呪
穏
に
限
ら
ず
サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
の

γ
1
7
派
信
仰
全
般
を
激
し
く
非
難
し
た
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
非
難
に
答

イ
ス
マ

l
イ
1
ル
は
ア
ラ
プ
の
一
二
イ
マ

1
ム
派

γ
1
7
派
法
学
者
を
イ
ラ

γ
に
招
刑
判
し
た
。
こ
れ
ら
の

V
1
7
派
法
学
者
の
中

⑨
 

で
最
初
に
呪
訟
を
公
認
し
た
の
が

巳
e
H内

R
PE
で
あ
り
、
彼
が
呪
訟
を
擁
護
す
る
包
を
も
執
筆
し
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
@

え
る
ベ
く
、

し
か
し
な
が
ら
、

実
際
は
サ
フ
ァ
ゲ
ィ

1
制
に
迎
合
し
た
巴

'HC

E
E
の
態
度
は
ア
ラ
ブ
の
一
二
イ
マ

l
ム
派
の
ウ
ラ
マ
ー
か
ら
も
非
難

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

c
q
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

シ
ャ
イ
フ
の
弟

シ
べ
イ
フ
{旦
I
R
E
ω
E)
は
イ
ス
フ
プ
ハ

l
γ

に
到
着
し
た
目
、

そ
の
日
の
朝
モ
ス
タ
へ
行
き
、
集
団
礼
拘
を
行
っ

た
.
礼
拝
の
後
、

(197) 

子
の

一
人
が
ミ
ン
パ
ル
に
登
り
、
敵
対
者
た
ち

(E
E
Eh岬巴
Z
E
S
)
へ
の
誹
誘

(z
uS
を
公
冒
し
た
@
こ
の
時
ま
で
そ
の
町
で
は
誹
訪
が
公
言
さ
れ

た
ζ

と
は
な
か
っ
た
。
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メ
ッ
カ
に
い
た
シ
I
ア
派
の
ウ
ラ
マ

1
は
イ
ス
フ
ア
ハ

i
ン
の
ウ
ラ
マ
!
、
す
な
わ
ち
ミ
プ
ラ
l
プ
や
ミ
ン
バ
ル
を
所
有
す
る
者
た
ち
に
控
簡
を
送
っ
た
.

「
あ
な
た
方
は
イ
ス
フ

7
7ン
で
敵
対
者
た
ち
を
誹
諒
し
た
@
我
々
は
両
型
地

2
5
2互
に
い
る
が
、
民
衆
は
そ
の
よ
う
な
酷
喜
ゆ
え
に
我
々
を

(198) 

苦
し
め
懲
ら
し
め
て
い
る
。
」
[
白
只
宮
田
]

32 

こ
の
記
事
に
見
ら
れ
る
如
く
、
呪
訟
は
、
正
統
な
一
二
イ
マ

1
ム
派
ウ
ラ
マ
ー
か
ら
も
非
難
さ
れ
る
ほ
ど
異
端
的
な
行
為
で
あ
っ
た
が
故
に
、

隣
国
の
ス

γ
ナ
派
国
家
に
は
、
格
好
の
対
立

・
攻
撃
の
根
拠
を
与
え
た
。
セ
リ
ム
以
後
、
ォ
旦
マ

γ
朝
も
γ
ャ
イ
パ

l

y
籾
も
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
の

γ
1
7
派
信
仰
を
非
難
す
る
際
、
常
に
こ
の
呪
誼
行
為
を
中
心
に
指
え
て
糾
弾
し
た
の
で
あ
旬
。

さ
ら
に
、
ウ
ラ
マ
ー
か
ら
の
法
的
な
糾
郵
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
一

般
認
識
も
ま
た
、
呪
訟
を
特
別
な
行
為
と
見
な
し、

そ
れ
に
よ
っ
て

ス
γ
ナ
派
と
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

1
朝
の
シ

1

7
派
を
区
別
し
て
い
た
こ
と
が
諸
史
料
よ
り
明
ら
か
と
な
る
。
例
え
ば
、

オ
見
マ
ン
朝
の
メ
ロ
同
P
J
ω

は
カ
ズ
ず
ィ

l
y
の
タ
フ
マ

I
ス
プ
の
宮
廷
で
宗
教
論
争
を
行
っ
た
時
に
、
「ル

1
ム
(
オ
ス
マ

γ
朝
)
の
ウ
ラ
マ

l
は
我
A

を
不
信
心
者
と
見
な

し
て
い
る
が
、
理
由
は
何

か

?
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、

「
教
友
た
ち
を
誹
誘

(
Eσσ
)
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
聞
い
て
い
ま
す
。
法
学
容
に
は
『
二
人
の
シ
ャ
イ
フ
の
誹
誘
は
不
信
心
で
あ
る
』
と
普
か
れ
て
い

ま
す
。」
[
-
〉
口
同
p
，

s-明田
]

と
端
的
に
答
え
て
い
る
。
ま
た、

一
六
世
紀
中
葉
に
マ

γ
ュ
ハ
ド
で
五
年
間
ハ
ナ
フ
ィ

l
派
法
学
と

γ
l
7
派
法
学
壱
学
ん
だ
と
い
う
ス
ィ

l

A

タ
I
γ

の
ハ

1
キ
ム
の
弟
は
、
両
宗
派
の
特
徴
壱
い
み
じ
く
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
旬
。

「
シ
I
ア
の
教
議

(
B
E
VYEγ
阿
佐
ロ
る
で
は
、
誰
か
が
教
友
た
ち
を
呪
訟

(
F-ロ
)
す
る
と
適
切
な
E
品
σ)
と
見
な
し
ま
す
。
ハ
ナ
フ
ィ
l
派
は
、

呪
語
を
行
う
と
不
信
心
事

(
E雪
)
に
な
る
と
主
張
し
ま
す
。
」

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、

サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
γ
1
7
派
信
仰
と
は
、
外
部
の
者
か
ら
見
た
抑
制
合
で
も
、
主
に
呪
認
行
為
が
そ
の
特
徴
と
し
て
焦
点

と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

つ
ま
り
、

サ
フ
ァ
ヴ

ィ
l
籾
の
シ

1

7
派
教
徒
、
す
な
わ
ち
呪
誌
を
行
う
人
A

と
い
う
認
識
が
、

オ
ス
マ

Y
朝
や
ジ
ャ
イ
パ

l
γ
朝
の
ス

γ
ナ
派
教
徒
の
聞
に
も
出
来
上
っ
て
い
た
の
で
あ
る
@
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
呪
誌
を
行
う
γ
1
7
派
教

， 



• 
E・

徒
は
、
民
、
戸
口
同
尺
同
ω
た
ち
が
言
う
よ
う
に
、

A

Y
ナ
派
か
ら
は
不
信
心
者

(
r
g
H
)
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

再
び
サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
内
の
状
況
に
目
を
転
じ
る
と
、
不
信
心
者
と
ま
で
認
識
さ
れ
、

か
か
わ
ら
ず
、

E
・HP
E
E
の
容
認
を
背
玖
に
、

ス
γ
ナ
派

-
Y
1
7
派
壱
問
わ
ず
糾
制
即
さ
れ
た
に
も

⑫
 

タ
フ
マ

l
ス
プ
も
ま
た
呪
祖
へ
の
固
執
を
示
し
た
。
そ
の
結
果
、

イ
月
マ

1
イ
l
ル
二
世
が

即
位
す
る
ま
で
こ
の
行
為
は
イ
ラ

γ
国
内
で
述
綿
と
続
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
五
七
六
年
、

タ
フ
マ

l
ス
プ
の
死
後
即
位
し
た
イ
ス
マ

l
イ
l
ル
二
世
は
、

用
し
、
呪
誌
を
中
止
し
よ
う
と
す
旬
。
し
か
し
イ
ス
マ

1
イ
l
ル
の
こ
の
方
針
に
対
し
て
激
し
い
反
発
が
内
部
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る。

ス
ン
ナ
派
で
名
高
い
宮
円片
品
旨
P
F
F
ι
ロ
ヨ
印

E
H
5
を
登

，~ ~ 

L罰
可 号
明中
4 止
吉 せ
c. よ

:>と
z の
に 命
伝令
えに
た 対。 ιi

〕

激 -
ti'J 2} 

z F 
カず 。
JJli "、
〈イ
彼〆
ら ノレ

のつ

zv 
燃↓

えに
上中、
が 乗
り合、 -

シ
彼 l
らァ
は派
モ教
ス 徒
クた
にち
駆 は
吋 、

っこ
けの

えT
税 せ
教を
師呂

会吋
ロ・ u> 
t t 
官、〈
0"‘〈
) 正

を .;:c

" シ E
，、白

ル
か
ら
降
ろ
し
殴
り
蹴
っ
た
.
そ
し
て
故

宮
町
田
3
4
E
‘
E
刊
は
ミ
ン
パ
ル
に
登
り
、

ち

(E
z
t
)を
呪
語
し
、
中
傷
し
ゅ

志向
E
F
S
]

一
二
人
の
イ
マ

I
ム
た
ち
の
フ
ト
ハ
を
詠
み
、
呪
わ
れ
し
者
た

ザファグィ一朝支配下の聖地マシ品目ド(守JI日

一
六
世
紀
後
半
、
イ
ラ

γ
の
ウ
ラ
マ

l
の
中
に
は
、
凹
E
1
2
の
よ
う
に
呪
誌
を
批
判
す
る
者
が
い
た
。

剰
な
ま
で
に
呪
誌
に
執
着
す
る
ウ
ラ
マ
ー
も
ま
た
、
こ
の
当
時
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
サ
フ
ァ
グ
ィ

l
羽
下
の
ウ
ラ
マ

l
の
聞
で
さ
え
も
変
動

イ
ス
マ

l
イ
l
ル
二
世
が
在
位
わ
ず
か
一
年
半
で
亡
く
な
る
と
、
復
活
し
た
こ
と
は
惣
像
に
難
く
な
明

一
方
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

過

の
見
ら
れ
た
呪
誌
で
あ
る
が
、

以
上
の
呪
誼
壱
巡
る
経
線
を
ま
と
め
る
と、

サ
フ
ァ
グ
ィ

I
湖
の
成
立
と
同
時
に
始
ま
っ
た
=
一
人
の
カ
リ
フ
や

7
1
イ
γ
v
な
ど
に
対
す
る

呪
誌
は
、

ス
ン
ナ
派
の
み
な
ら
ず
、

ア
ラ
プ
の

「
正
統
な
」

シ

1
7
派
ウ
ラ
マ
ー
か
ら
も
非
難
さ
れ
た
逸
脱
し
た
行
為
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

p
り
f
'
、
一
部
の
ウ
ラ
マ
ー
に
よ
る
承
認
や
「
吉
宮
崎
、
さ
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
日
常
的
な
活
動
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、

必
要
不
可
欠
な
も
の
と

し
て
、

サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
の

γ
l
ア
派
信
仰
の
基
調
を
成
す
に
至
る
。
従
っ
て
、
当
時
ス

γ
ナ
派
と
サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
の

V
1
7
派
を
隔
て
る

境
界
は
、
伺
に
こ
の
「
呪
認
」
を
行
う
か
ど
う
か
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

(199) 

γ
ャ
イ
パ

l
y
朝
の
ウ
ラ
マ

l
が
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
捌
の
呪
組
行
為
を
攻
撃
合
法
化
の
た
め
の
論
拠
と
為
し
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
呪
組

33 



を
巡
る
歴
史
が
あ
り
、

⑬
 

λ
y
ナ
派
に
と
っ
て
は
容
認
し
が
た
い
状
況
が
一
六
世
紀
の
末
ま
で
存
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(200) 

(3) 

34 

ウ
ラ
マ

l
の
往
復
書
簡
に
見
る
マ
シ

ュ
ハ
ド
の
シ
1
7
派
信
仰

そ
れ
で
は
、
本
章
の
は
じ
め
に
挙
げ
た
シ
ャ
イ
パ

I
γ
朝
下
の
ウ
ラ
マ

ー
に
よ
る
サ
フ
ァ
グ
ィ

1
朝
シ

1

7
派
信
仰
へ
の
批
判
に
対
し
、
当

時
の
サ
フ
ァ
グ
ィ

l
籾
を
代
表
す
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
ウ
ラ
マ

l
は、

ど
の
よ
う
に
応
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

レ
ザ

l
廟
で
二

0
年
間
教
鞭
を
と
っ

て
い
た
同

5
2
E
ι
川
区
(
表
2
l③
)
が
こ
の
批
判
に
対
し
て
反
駁
を
試
み
た
。
彼
は
コ

I
ラ
γ
や
ハ
デ

ィ
l
ス
を
用
い
て
様
々
な

γ
1
7
派
の
論
拠
を
提
示
し
、

「
γ
1
7
派
」
が
不
信
心
者
で
あ
る
と
主
張
す
る
ス
ソ
ナ
派
ウ
ラ
マ

1
の
攻
撃
に
応

え
て
い
く
。
そ
し
て
最
終
的
に
彼
は
、

シ

ア

派
治す

不
信
心
で
あ

体?
大正
なは
る証
教明
友さ
たーれ

ZR 
誹、

誘と
し断
呪言

し:Z
〉
σ 
σ 
官

由

? 
g 
叶

@ 

し
か
し
γ
ャ
イ
パ

l
γ
羽
下
の
ウ
ラ
マ

l
は
、
「
行
を
放
棄
し
、

さ
ら
に
は
そ
の
よ
う
な
不
信
心
や

罪
を
報
酬
令
官
五
σ)
の
誘
因
と
見
な
し
て
い
る
者
た
ち
」
[
〈
F
E
F

同

HS]
と、

サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
の
シ

1

7
派
教
徒
の
こ
と
を
規
定
し
た

シ
l

7
派
信
仰
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
呪
訟
を
行
う
シ

1

7
派
教
徒
を
非
難
し
た
の
で
あ
っ
た
。
前
節

で
見
た
よ
う
に
、
呪
誌
が
サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
の
始
め
た
過
激
な
行
為
で
あ
り
、
本
来
の
正
統
な
γ
l
ア
派
教
義
か
ら
逸
脱
す
る
行
為
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
実
際
に
は
、

か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
正
統
な
ア
ラ
プ
の

V

l
ア
派
議
学
の
伝
統
の
中
で
学
ん
だ
と
思
わ
れ
る

こ
の
呪
誌

同

5
E
E品
川
町
刊
は
、

へ
の
非
難
に
は
次
の
よ
う
に
応
え
て
い
る
。

の γ

民 1
のア
口派
にで
はあ
のる
f;Yこ
らと
な の
い理
と 解
言は
え、

よ :
う:
。 誹

彼 誘
ら (
の E
呪耳
IDl.心
はや
義 呪
務担

ば 1E
な~
b、
のが
で賞
品質
るさ

れ
~て
とい
E る
ロの
E で
三は

台

車〈
『 、

、

人
の
カ
リ
フ

の
名
は
絶
対

シ

ア

シ
1
ア
の
無
知
な
者
た
ち
が
呪
組
の

必
要
性
号
命
じ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
の
言
葉
は
賞
賛
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
λ

ン
ナ
の
民
の
無
知
な
者
が
シ

I
ア
の
殺
害
の
必
要
性
を
命
じ

て
も
、
そ
の
命
令
が
祖
先
の
思
想
と
子
孫
の
見
識
に
相
応
し
く
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。

[R
h
w
E
u
r・
H
e

N
D
M
]

こ
の
発
言
か
ら
は
、
彼
自
身
は
呪
誼
行
為
壱
決
し
て
奨
励
し
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

換
言
す
る
と
、

同

E
Eヨ
ιhHZ



霊園・

の
よ
う
な
マ
シ
ェ
ハ
ド
の
一
一
一
イ
マ

l
ム
派
ウ
ラ
マ

l
の
認
識
と
し
て
も
、
「
γ
1
7
派
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
「
呪
訟
を
行
う
」
と
い
う
こ

と
の
聞
に
は
、
実
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
に
と
っ
て
、
自
己
の
信
仰
の
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
の
「

γ
1
7
派」

の
論
拠
壱
詳
細
に
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
と
も
、
呪
誼
行
為
そ
の
も
の
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
正
当
化
で
き
な
か
っ

た
が
た
め
に
、

HH
E
E
E
ι
h
E
は
「
呪
租
は
義
務
で
は
な
い
す
と
E
E
Eご
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
、
お

そ
ら
く
自
分
で
は
た
と
え
そ
れ
が
異
端
行
為
で
あ
り
、
奨
励
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
て
も
、
サ
フ

ァ
ヴ
ィ

l
朝
に
庇
慾
さ
れ
る

立
場
に
あ
る
彼
は
、
圏
内
で
は
そ
れ
を
黙
認
し
、

他
方
、
シ

ャ
イ
パ

1
y
朝
下
の
R

Y
ナ
派
ウ
ラ
マ

l
に
対
し
て
は
「
義
務
で
は
な
い
」
と
い

う
至
つ
て
消
駆
的
な
怠
見
壱
述
ベ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
印
。

こ
の
よ
、
つ
に
、

呪
誌
に
関
し
て
は
不
十
分
な
返
答
し
か
で
き
な
か
っ
た
同

E
F
B己刷同
円
で
あ
る
が
、

⑬
 

ウ
ズ
ベ
ク
寧
の
マ

γ
ュ
ハ
ド
侵
攻
を
防
ぎ
、
聖
地
を
守
ろ
う
と
し
た
。
但
し
、
そ
の
時
彼
が
守
ろ
う
と
し
た
の
は
、

彼
は
ス
ン
ナ
派
ウ
ラ
マ

l
に
敢
え
て

反
駁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

軍
人
階
級
で
あ
る
キ
ジ
ル
バ

l
シ
ュ
と
は
無
関
係
な
「
住
民
」
で
あ
っ
た
。
容
簡
の
冒
頭
で
、
彼
は
「
キ
ジ
ル
バ

l
シ
ュ
に
対
し
て
親
し
み
を

サファグィー朝支配下の型地マシ品ハド(守111)

抱
い
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、

ウ
ズ
ベ
タ
族
に
対
し
て
不
快
感
を
抱
い
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
」

長
σσ
官
-
H
e

巴
印]
と
、

殊
更
に
キ
ジ
ル
バ

ー
シ
ュ
寧
と
の
無
関
係
さ
を
強
調
し
、
中
立
を
装
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
の
こ
の
よ
う
な
行
動
の
背
景
に
は
、
そ
れ
ま
で
の

γ
ャ
イ
パ

1
γ
朝
の
位
攻
時
の
対
応
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
い
う
の
も
、

一
六
世
紀
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
へ
の
ウ
ズ
ベ
ク
軍
に
よ
る
幾
度
か
の
侵
攻
を
見
る
と
、

一
六
世
紀
初
頭
の

d
g可
品
〉

=
hvF
H内
F
E
は、
。
マ
シ
品

ハ
ド
攻
撃
の
際
に
キ
ジ
ル
バ

l
v
f
T
殺
害
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
型
地
の
住
民
に
危
害
を
加
え
る
こ
と
は
一
度
と
し
て
な
か
っ
た
。
同
時

に
彼
は
占
領
後
、

レ
ザ
l
廟
に
参
爾
し
、

有
力
者
た
ち
を
慰
撫
し
て
い
た
。

ま
た
、

一
五
六
四
年
に
侵
攻
し
た
司
町
宮
巴
f
E
S
E
R同
開

FMHHM

マ
シ
ュ
ハ
ド
の
住
民
の
嬰
献
に
応
え
て
途
中
で
侵
攻
壱
後
悔
し
、
レ
ザ
l
蹴
に
車中
納
壱
送
っ
て
帰
還
し
て
い
る

[片
言
E
E
-
E
N
]
。
こ
の

よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
ウ
ズ
ベ
ク
寧
は
総
じ
て
マ
シ
晶
ハ
ド
と
い
う
聖
地
と
キ
ジ
ル
バ

l
v
ι

で
は
な
い
住
民
に
対
し
て
好
意
的
な
場
合
が
多

1ま

35 (201) 

か
っ
た
の
で
あ
る。



さ
ら
に
、

一
五
八
八
年
の
マ
ジ
晶
ハ
ド
侵
攻
の
直
前
に
行
わ
れ
た
へ
ラ
l
ト
侵
攻
時
に
は
、

メ
『
《凶ト
=
mp
j阿

内

FE
は
ヘ
ラ
l
ト
の
ハ

l
キ

(202) 

ム
、
長
一日

ρ
E口
問

F
E
と

一
且
は
和
議
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
窓
志
を
変
更
し
た
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
「
V
1
7
派
の
残
忍
な

36 

道
壱
選
ん
だ
キ
ジ
ル
パ

l
シ
a

と
し
て
知
ら
れ
る
不
信
心
者
の
集
団
か
ら
の
ホ
ラ
l
サ
l
γ
解
放
の
必
要
性
」
と
「
ト
ル
コ
マ

l
y
に
よ
っ
て

⑮
 

虐
げ
ら
れ
た
民
衆
の
悲
惨
な
状
態
の
緩
和
の
必
要
性
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
へ
ラ
l
ト
侵
攻
の
場
合
、
根
拠
と
な
っ
た
の
は
「
キ
ジ
ル
バ

l

@
 

シ
具
に
よ
る
圧
制
」
で
あ
り
、
表
向
き
の
攻
撃
対
象
は
キ
ジ
ル
バ

l
γ

晶
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
ま
で
、
ゥ
ズ
ベ
グ
軍
に
と
っ
て
、
不
信
心
者

で
あ
る
が
故
の
攻
撃
対
象
と
は
、

サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
の
土
台
を
支
え
る
キ
ジ
ル
パ

l
シ
民
集
団
で
あ
り
、
住
民
は
攻
撃
の
対
象
か
ら
外
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
今
回
の
メ
『品

〉
=
川口
戸
間
『
判
コ
父
子
の
マ

γ
晶
ハ
ド
攻
撃
の
場
合
に
は
、
ウ
ズ
ベ
ク
側
の
ウ
ラ
マ

l
の
書
簡
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

、

マ
シ
ュ
ハ
ド
の
キ
ジ
ル
バ

l
y
晶
と
住
民
の
区
別
は
最
初
か
ら
為
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
上
、
書
簡
に
よ
る
と
、
彼
ら
は
マ
シ
ュ
ハ
ド
壱

「
戦
争
の
家
(
仏
骨
巴
宮
号
)
」
に
属
す
と
断
言
し
[
長
F
r
-
H
HDM]、
彼
ら
に
と
っ
て
イ
マ

l
ム
の
基
廟
が
、
も
は
や
聖
地
と
し
て
見
な
さ

れ
て
は
い
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
彼
ら
は
マ
シ
晶
ハ
ド
の
サ
イ
イ
ド
を
サ
イ
イ
ド
と
は
見
な
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
以
下
の

言
葉
か
ら
理
解
さ
れ
よ
う
。

思
う
に
、
「
彼
は
お
ま
え
の
家
族
で
は

な
い
。
彼
の
所
業
は
よ
ろ
し
く
な
い
」
(
コ
!
ラ
ン
一
一
幸
四
六
節
)
と
い
う
御
言
葉
を
彼
ら
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。

[長
σσ
官

-H
E
N]

南
口
き
送
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
の
地
の
住
民
は
大
半
が
預
言
者
の
子
孫
で
あ
る
、

と
の
こ
と
で
あ
る
。

当
時
7

V

2

ハ
ド
の
そ
凡
ク
で
は
、

ア
ラ
ブ
出
身
の
ピ

l
シ
z

・
ナ
マ

l
ズ
に
よ
っ
て
呪
誌
が
公
言
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
第
二
章
で
見

サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
籾
と
結
託
す
る
ジ

1

7
派
ウ
ラ
マ

l
の
存
在
は
、
マ

γ
ュハ

ド
で
呪
誌
が
活
発
化
し
た
こ
と
を
示
す
に
あ
ま
り
あ

る
。
「
所
業
が
よ
ろ
し
く
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
呪
E

試
行
為
を
指
す
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

た
よ
、
つ
に
、

一
方
で

HNE
E
E己判己

の
よ
う
に
、
呪

誌
が
賞
賛
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
現
実
の
前
で
そ
れ
を
黙
認
し
た
者
た
ち
が
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
町

中
で
の
呪
誌
が
黙
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
が
、

ジ
ャ
イ
パ

l
γ
粉
に
と
っ
て
は
容
認
さ
れ
ざ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
言
う
。



• 

• 

• 

た
と
え
一
部
の
者
が
、
「
我
々
は
こ
の
よ
う
な
話
を
し
た
こ
と
が
な
く
、
ま
た
今
後
と
も
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、

」
の
よ
う
な
戯
言

を
耳
に
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
止
め
な
か
っ
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
者
た
ち
も
ま
た
、
彼
ら
と
同
様
と
な
る
の
で
あ
る
。

[ぐ
〆
σσ
官
-

H

H

句。
l
e
H
ω
同

]

す
な
わ
ち
、
率
先
し
て
行
う
者
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
傍
観
し
て
い
る
者
た
ち
も
悶
様
に
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
を
支
持
す
る

γ
1
7
派
教
徒
で

あ
る
と
彼
ら
は
見
な
し
た
。
「
J
に
呪
い
あ
れ

(
Fd
E
V
R

)」
と
い
う
一
言
に
よ
り
、
キ
ジ
ル
バ

l
v
a
の
み
な
ら
ず
、
住
民
も
ま
た
、
呪

胞
を
行
う
不
信
心
者
と
し
て
一
括
さ
れ
、
そ
し
て
不
信
心
者
で
あ
る
が
故
に
、
殺
害

・
略
奪
の
対
象
と
し
て
合
法
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
旬
。

そ
の
結
果
、
四
カ
月
に
及
ぶ
包
囲
の
後
、

RE
C
-
-
5・ョ
5
5
E
率
い
る
ウ
ズ
ベ
ク
寧
は
城
壁
内
に
突
入
旬
、
キ
ジ
ル
バ

l
三
間
半
を

レ
ザ

l
廓
に
追
い
つ
め
た
後
、

レ
ザ

1
限
内
で
容
赦
な
く
戦
闘
を
繰
り
広
げ
た
。
ウ
ズ
ベ
グ
寧
襲
撃
の
様
子
壱

吋
』
』
』

は
生
々
し
く
伝
え
て

、
!L
'v
t
 

サファグィー朝主配下の型地マシュハド(守川〕

兵
士
た
ち
の
奮
闘
も
抑
圧
さ
れ
た
者
た
ち
の
祈
り
も
運
命
に
は
抗
し
き
れ
ず
、
ウ
ズ
ベ
ク
軍
は
中
庭
(
官
7
2
)

の
周
囲
を
包
囲
し
、
双
方
か
ら
矢
や
銃
弾

が
飛
び
交
っ
た
。
長
σ
a
E
v
p-E
E
同町
mrw
と

り
吉
宮
ロ
y
p
ヨ
ヨ
邑

凹
E
Zロ
は
政
居
(
レ
ザ
!
廟
)
の
中
庭
に
入
っ
た
。

キ
ジ
ル
バ
l
シ
斗

の
ガ
ー
タ
ー
た
ち
は
:
-
e
奮
戦
し
た
が

一
人
一
人
苦
難
の
杯
か
ら
殉
教
の
酒
を
味
わ
い
、
敵
の
流
血
の
剣
に
よ
り
聖
な
る
敷
居
の
中
庭
に
は
死
者
が
積

み
上
げ
ら
れ
た
.
〔
ハ

l
キ
ム
の
〕
巴
自
ヨ
与
問

Z
ロ
は
武
器
壱
身
に
つ
け
た
兵
士
や
住
民
と
共
に
戦
っ
た
が
、
殺
害
さ
れ
た
.
ゥ
ズ
ベ
ク
軍
は
勇
者
た
ち

を
片
づ
け
る
と
、
敬
度
な
者
や
ウ
ラ
マ
ー
や
サ
イ
イ
ド
た
ち
の
殺
害
に
取
り
か
か
っ
た
。
[司、
AA
込
一
合
同
lt
u
]

最
終
的
に
、
レ
ザ

l
陥
刷
や
そ
の
付
近
で
の
死
者
の
数
は
お
よ
そ
五
七

O
O人
に
の
ぼ
り

[司
Z
Z
E
F
∞
混
]
、
捕
虜
と
な
っ
た
者
の
中
で
は
、
二

@
 

0
0
0人
か
ら
三

O
O
O人
が
殺
害
さ
れ
た

[E
a
t
Eデ
勾
ω]。
さ
ら
に
ウ
ズ
ベ
ク
平
は
レ
ザ

1
廟
の
金
銀
の
燭
台
や
宝
石
や
活
物
を
も
略
奪

し
た
。
こ
の
よ
う
な
虐
殺
や
略
奪
は
三
日
間
続
き
、
三
日
後
、
大
勢
の
婦
女
子
が
捕
虜
と
な
っ
て
巡
行
さ
れ
た
可
h
h
h
-
E
U
2
3
.
特
に
、

レ
ザ

l
劇
に
避
難
し
て
い
た
有
力
者
た
ち
、
中
で
も
ウ
ラ
マ

l
岡
山
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
、
最
高
位
に
あ
っ
た
ウ
ラ
マ
ー
が
捕
虜
と
な
っ
て

巡
行
さ
れ
、
長
年

ν
ザ
1
廟
で
教
被
を
と
っ
て
い
た
他
の
ウ
ラ
マ
ー
や
ム
タ
ワ
ツ
リ
ー
や
ピ

l
シ
ュ

・
ナ
マ

l
ズ
が
殉
教
し
た
。
殉
教
を
免
れ

(203) 

ヨ圃-
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た
者
た
ち
も

マ
シ
ュ
ハ
ド
壱
後
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

(204) 

こ
う
し
て
一
五
八
九
年
一

O
月

、

メ

E
E
o宮
口
、自

5
同

Z
ロ

は
マ

ジ
ュ
ハ
ド
を
占
領
し
た
。
以
後
、
一
五
九
八
年
に
メ
『
也
〉
=
巴
H

同

P
E

38 

と

メ

『

弘

巳
l

冨
尺
ヨ
E

H内
『
判
コ
が
相
次
い
で
亡
く
な
る
ま
で
、

十
年
間
に
亙
り
マ
シ
ュ
ハ
ド
は

シ
ャ
イ
パ

l

y
朝

の
支

配

下

に
入
る
。

①

‘〉
σ
a
E
Z
Z
ヌ即
日仏
ロ
の
へ

ラ
l
卜
包
囲
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
〉
回
日
吉
ロ
』

B-叶
同一MO
均

mwF目。町

2
02
n
"。
F
odNσ
-m
m
w
ω
E
H
U∞∞
J
N
E
a
M
O
(呂
∞
∞
)

河
口
ト
d
k
nv
Z
ロ
ouF
ミ叶】
HO
の
023zz
"
。町

民
。
z"oeu--。
¥
】
切
哩
∞

ω。匡
Rnω

向。門

"vomwza旬。同

ω巳
戸
〈肺門間
¥
OHN己
σmHωvωEσ
凶
『

M
E
¥
C
NσnHFh
刃
包

mv
z。ロペ
J

E
邑
a
h
r
E
Z
AE

E

』

p
-
g
E巳
司

E
コ
ヂ足一一
M
6
5f
z
s
〔
μ下

Z
0
2
2
3
4
呂
田
と
略
記
〕
が
あ
る
.

@
由
簡
の
内
容
は
、
「ハ

l
y
殿
下
司
〉
E
E
Z
Z
E
idz
v
と
殿
下
の
兵
士
た

ち
は
、
ど
の
よ
う
な
論
拠
と
証
拠
〈
告
E
'
c
h
H
Eユ
品
る
で
も
ヲ
て
、
神
聖
な

る
マ

シ
ュ
ハ
ド
の
包
聞
と
と
の
地
の
住
民
|
|
大
半
が
預
言
者
棋
の
子
孫
で
あ
る

ー
ー
の
根
絶
を
自
ら
に
合
法

(
E
E
〉
と
さ
れ
て
い
る
の
か
.
人
々

の
生
命
や
財

産
や
耕
作
地
に
対
し
て
、

ま
た
レ
ザ
1
閥

(
E岳町
μZ

E
一
主
宮
古
駒
内
)
の
ワ
タ
フ

物
件
に
対
し
て
略
噂
や
強
奪
や
殺
告
の
手
を
広
げ
る
の
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
[
ミ
5
2
5
F
H
H
E
]
。

@

ツ
ャ
イ
パ
l
ン
拐
の
ウ
ラ
マ
ー
か
ら
の
割
前
と

F戸

ωg
ヨ
島
ユ

の
科
怖
は
、
幾

つ
か
の
史
料
に
紙
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

‘〉
σ
Z
F
E∞
1
M
S
を
審
問

し
た
.
こ
れ
ら
の
冊
目
簡
の
よ
り
詳
細
な
検
討
は
、
他
日
に
期
し
た
い
.

@
呪
担
を
表
ナ
語
と
し
て
、
「
買
コ
-
Z
BE
Z」
以
外
に
「
自
σσ
」
「
宮
ゴ
」
「
aPEE--

z
s」
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
掛
合
も
あ
る
・
サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
の
呪
祖
に
つ
い
て

は、

』

n
Eヨ
hwa-
--F
Oω
拘
常

ZE
m
o
"
-
o
M
V。
Z〈
O
R
=ヨ
MUAug
nM
。ロ

ag

笹
口
回目
。

E
F
5
a四

OZFO伺
MZ

Z
S
E
E
M
2
5
5
B
E
D
-』
z
m
m
J
自
民
号句

h
H
a
v
s骨
P

E
』

P

Z
里
子

MMW
E

ロZ
E
P
E
E
が
詳
し
い
考
察
を
行

っ
て
い
る
・

@
王
国
を
約
束
さ
れ
た
十
人
の
教
友
た
ち
ゃ
ウ

マ
イ
ヤ

家

ア

ッ

パ
ー
ス
車

[Ehm之
君
豆
、
立
]
、
サ
フ

ァ
グ
ィ
1
朝
の
敵
で
あ
る
オ
ス
マ

γ
朝
も
ま
た
、
呪
祖

の
対
象
と
さ
れ
た
方
向。
ヨ
耳
少

E
-E]
.

@
一
五
=
一

O
年
の
ジ
ャ
l
ム
の
閲
兵
式
で
は
、
キ
ジ
ル
バ
l
シ
ュ
諸
部
族
な
ど
に

続
い
て
四
円

δ
人
の

E

3

2
が
行
進
し
て
い
る

[
E
E

E
二
Oω]
。
ま
た
、

言
吉
ミ
主
が
軍
営
〈
ZE
ロ
〉
の
替
動
時
に
オ
ス
マ
ン
朝
へ
の
呪
い
を
代
わ
る
代
わ

る
叫
び
な
が
ら
徒
接
で
先
頭
を
行
く
こ
と
、
シ
ャ

1
5
U賛
す
る
こ
と
、
町
の
広

場
で
シ
ャ
!
の
武
田
伝
を
歌
に
し
て
人
々
か
ら
金
を
も
ら
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
も

廷内ヨ
σ
E
は
伝
え
て
い
る

[
Z
0
5
σ
E
-
E
-
士
』
臼]。

イ
ス
マ

l
イ
1
ル
二
世
時
代
の
言
宮
ミ
主
に
つ
い
て
は
、
同
N
ω
Z
邑
o
E・

〉品、町
、伯尚
制
〉
時刷、
rbnbsxMbRミ
hh-
、A
ha-b
町内包込
町一色鳴
いY
MmAW帽

芝
句

"
ω
an崎、

a
h
h
ba

hrLB吉、
E

。5h
E
MU2
2
n
o
Zコ
CDh〈
0
2=可
噌

y
u
u
z
m
Oユ
町三
5
p
呂
田

〔
以
下

p
z
p
o
E
E
E
と
略
記
〕

E
tE
-
=N
L
E
が
詳
し
い
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
彼
ら
の
安
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
へ
ラ
I
ト
、
タ
プ
リ

!
ズ
、
カ
ズ
グ
ィ
1
ン
で
あ
る
。
他
の
地
方
都
市
で
彼
ら
が
職
業
集
団
と
し
て
存

在
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
彼
ら
に
よ
っ
て
日
々
カ
リ
フ
た
ち
の
呪
祖

が
町
中
で
叫
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
の
存
在
は
呪
担
の
浸
透
を
進
め
る

上
で
非
常
に
量
一
安
で
あ
っ
た
と
雪
え
る
で
あ
ろ
う
。
正
統
な
ウ
ラ
マ

i
の
権
威
の

み
な
ら
ず
、

E
Eミ
町
酬
の
よ
う
な
人
々

の
存
在
の
上
に
サ
フ
ァ
グ
ィ
I
朝

シ
I

ア
派
信
仰
は
地
盤
を
築
い
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
.

①

即

位

後
、
イ
ス

マ
I
イ
I
ル
は
す
べ
て
の
都
市
で
シ
ャ
イ
フ
た
ち
に
二
一
イ
マ

ー
ム
派
の
教
育
を
行
わ
せ
る
一
方
、
カ
リ
フ
の
呪
祖
を
強
制
し
た
[
ミ
5
E若
旦



サプァグィー朝支配下の型地マシュハド(守JIIl

ロ
M
Z
]
.
こ
の
カ
リ
フ
や
教
主
た
ち
を
呪
幅
削
す
る
政
策
に
対
し
て
、
特
に
、
へ

ラ
1
ト
に
お
い
て
は
、
有
力
者
や
住
民
の
間
で
激
し
い
動
指
が
あ
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
〔
久
保
一
九
八
八
、
一
一
一
一
七
l
一
四
四
可

@

開
σ耳
目-za
は
オ
ス
マ

γ
朝
下
の
ウ
ラ
マ
ー
に
よ
る
ザ
フ
ァ
グ
ィ
!
朝
に
対
す

る
非
舞
と
し
て
、
川
姦
通
、
間
世
酒
、
削
礼
拝
の
不
興
行
、
川
コ

1
ラ
ン
の
軽
視
、

同
キ
プ
ラ
の
変
耐
え
、
刷
ス
ン
ナ
派
の
呪
組
、

m誌
の
口
前
、
附
メ
ッ
カ
破
岐
計

画
、
同
圧
制
、
同
信
仰
の
磁
使
、

ω神
性
の
主
張
、
な
ど
を
単
げ
て
い
る
[
同

開
e
RFP
司少
。
2
2
5
5
R
言
、
ザ
守
薄
暗
寺
内
町
内
向
a
a
a
~
w
a
h
a
s
p
札
。
a
z
h
h
a
h
a
b下

、rsh
千九九芝、
h
aa-bs、ahV司抗告

h0・刷、-puh丸山定、fwdhha
p
M
J
E
σ
g
ぷ
刷
=
ヨ
切
-qO
EMP民
hw
F

E
吋
0・E

日
2
.
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
遊
牧
部
族
で
あ
@
キ
ジ
ル
バ
!
シ
晶
の
思

想
飢
向
を
反
映
し
た
「
過
放
シ
1
ア
派
信
仰
」
あ
る
い
は
『
キ
シ
ル
.円
I
ジ
ュ
的

Y
1
7
派
信
仰
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
.

@
本
稿
第
二
草
註
@
怠
照
.

⑬
倒
え
ば
、
シ
ャ
イ
バ
l
ソ
朝
の

d
E
E
〉
5
z
E
H
Z
の
か
ら
の
書
簡
〈
一

五
二
九
l
三
O
年
)
で
は
、
サ
フ
ァ
グ
ィ

I
朝
の
シ
1
7
派
信
仰
の
中
で
も
呪
姐

行
為
の
み
が
批
判
さ
れ
て
い
る
[
d
r
ヨ
官
ダ
ω
3
.
E
n
r
g
z
に
よ
る
こ
の
也

簡
の
考
察
も
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い

ち
"
の
ま
0
3
呂
田
、
E
O
I
E
』
・
ま
た
、

才
ス
マ
ン
朝
の
ス
レ
イ
マ

γ
か
ら
の
町
簡
〔
一
千
五
五
四
年
頃
〉
で
は
、
「
特
に

会
E
Z
宮
コ
〉
」
と
称
し
て
二
人
の
シ
ャ
イ
フ
の
呪
起
を
非
難
し
て
い
る
[
t
z
・

5
官
ダ
N
O
T
E
S
-

@
ム
ガ
ル
靭
の

=
ロ
ヨ
S
E
が
一
五
四
四
年
に
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

1
朝
に
亡
命
し
た

時
の
話
で
あ
る

[
宮
古
N
E
F
Z
P
M
d
E
b
E
o吉

』F
E
還
を
m
a
a
a
、
4
E
R

E
-
z
z
z
ロ
宮
崎
P
の
E
n
E
g
-
-@
E
-
T
5
1
ハ

1
キ
ム
の
弟
が
マ
シ
ユ

ハ
ド
で
学
ん
で
い
た
時
期
は
、
r
z
Z
E
〈
表
2
l
①
)
が
隠
催
し
、
教
導
に
動

し
ん
で
い
た
時
に
相
当
す
る
.

@
タ
フ
マ
l
ス
プ
の
呪
阻
へ
の
闘
執
は
、
寄
与
凶
ロ
聞

の
サ
ド
ル
職
盟
問
先
に
も
現

れ
た
.
彼
が
罷
免
さ
れ
た
直
接
の
理
由
は
宮
廷
医
師
に
よ
る
議
官
で
あ
っ
た
が
、

〔
サ
ド
ル
が
罷
免
さ
れ
た
〕
別
の
嬰
困
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
.
ミ
ー

ル
(
缶
岳
E
M
)
は
ジ
ャ
ー
に
「
オ
ス
マ

γ
朝
(
Z
g
q
p
)
の
た
め
に
純
織

と
し
て
幾
日
か
呪
祖
(
買
与
を
中
止
い
た
し
ま
し
ょ
う
」
と
上
奏
し
た
.

シ
ャ
ー
は
こ
の
雷
業
に
立
臨
し
、
そ
の
席
〈
3
2
E
〉
で
彼
を
殺
そ

τヲ
と
し

た
.
〔
シ
ャ
ー
は
〕
サ
イ
イ
ド
た
ち
の
取
り
な
し
に
よ
り
思
い
止
ま
ヲ
た
が
、

二
度
と
彼
と
関
わ
ら
な
か
っ
た
[
弐
是
正
副
h
a
h-
田
昌
.

と
あ
る
よ
う
に
、
オ
ス
マ
y
朝
と
の
凶
揺
が
悪
化
し
て
い
た
当
時
に
、
サ
ド
ル
が

呪
拐
の
中
止
を
申
し
出
た
こ
と
が
タ
フ
マ
!
ス
プ
立
却
の
原
因
と
な
ヲ
た
の
で
あ

る
.
切
符
2
0
3
は

H1
5
E
目
制
問
先
の
一
因
で
も
あ
っ
た
こ
の
点
に
つ
い
て
は
全

〈
触
れ
て
い
な
い
宮
内
2
0
ロ

H
E
N
・
宮
].

⑬
イ
ス
マ

1
イ
l
ル
二
世
の
信
仰
及
び
彼
の
政
策
に
よ
る
カ
ス
グ
ィ
l
y
や
宮
廷

で
の
混
乱
等
に
関
し
て
は
、

2

王
宮
、
=
p
z
r
同
ω
ヨ
仰
-
ニ
H
岡

田
コ
旬
。
』
"
E伺

N
Z
『
。
。
ω
V
5
t
z
色
。
「
ω
白
町
内
wぐ
E。
3
J

』
a
a
ミ
2
~
£
ご
品
吋
ぇ
S
M
a
-
-
ロ
a
a
、
句
同
=
、

。、ミヨha~zhub渦旬、、おbboヨωAM(
H20ω)円、o
imw切
一
ωFBロコo
-a
Hω
o
p
。
切
】
M∞
歩

M

B
照
さ
れ
た
い
.

⑪
こ
こ
で
名
前
の
挙
が
@
吉
吋
ω
ミ
ヨ
a
Z
5
3
コ
は
、
E
1同《
mw
Z
E

の
娘
の

子
で
あ
り
、
ア
ル
グ
ピ
1
ル
の
シ
ャ
イ
フ
ル
イ
ス
ラ
1
ム
を
務
め
ム
ジ
ュ
タ
ヒ

ド
の
地
位
に
あ
っ
た
[
吋
a
h
、
主
也
Z
切
-
品
加
]
.
ま
た
玄
可
ω
3
1
$
‘E
目
〉
2
9
l

z
E
告
は
川
王
、
皆
川
の
著
者
の
担
先
で
あ
り
、
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
「
官
ミ
E

-
E
門
主
主
忍
」
と
し
て
有
名
に
な
ヲ
た
と
い
う
[
吋
h
h
h
-
5
3
.

⑬
イ
ス
マ

i
イ
!
ル
二
世
の
死
後
、
カ
ズ
グ
ィ
l
ソ
で
は
呪
回
中
止
政
策
の
伺
り

を
受
け
た
吉
宮
、
弘
司拘
た
ち
が
、
呪
阻
中
止
の
張
本
人
で
あ
る
ω
Z
ユ
コ
に
対
し

て
畢
動
を
超
こ
し
て
い
る
[
E
Z
F
E
Z
自
'
=
?
=
3
.

⑬
今
後
さ
ら
な
る
検
肘
を
喪
す
が
、
桂
世
の
呪
担
に
つ
い
て
付
宮
す
る
と
、
呪
祖

は
サ
フ
ァ
グ
ィ

1
制
下
で
存
続
し
、
十
七
世
紀
末
の
イ
ラ
ン
で
は
あ
ら
ゆ
る
機
会

や
礼
拝
時
に
呪
認
が
叫
ば
れ
、
人
口
に
問
責
し
て
い
た
と
い
う
.
但
し
、
こ
こ
で

の
呪
組
の
対
象
は
ウ
マ
ル
に
限
定
さ
れ
て
い
る
[
M官
。
ョ
1
q
也
ω
P
ω
P
Z
吋
]
.
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@
H
N
E
S
S
E
ユ
は
、
別
の
箇
所
で
「
二
人
の
シ
ャ
イ
フ
の
誹
訪
は
不
信
心
で
あ

る
」
と
い
う

ハ
デ
ィ
i
ス
を
担
造
さ
れ
た
も
の
と
見
な
し
、
深
〈
論
ず
る
こ
と
な

〈
切
り
捨
て
て
い
る
勺
〉
喜
官
、
H

呂
白
]
.

⑬

彼

は
、
ウ
ラ
マ
l
の
役
割
は
君
主
の
怒
り
を
鉱
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
煽

る
こ
と
で
は
な
い
、
と
述
・
へ
、
ウ
ズ
ベ
ク
側
の
ウ
ラ
マ

1
の
態
度
歩
非
難
し
て
い

る

円
〉
σ
σ
h
H
F
M
M
O
O
I
N

。3
.

⑬
】
去
の
n
z
z
。
W
E
E
-
E
さ
ら
に
、
ホ
ラ
ー
サ
1
ン
遠
征
は
「
ジ
ャ
リ
1
ア
を

放
棄
し
た
キ
ジ
ル
バ

1
シ
ュ
に
対
す
る
個
々
人
の
絶
対
的
毅
務
(
E
a
-3
4
」

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
[
包
o
nZ
2
2
0
%
呂
田
-
E
]
、
ウ
ズ
ベ
タ
側
の
法
学
者

た
ち
は
キ
ジ
ル
バ

I
シ
ュ
を
不
信
心
者
と
見
な
す
フ
ァ
ト
ヮ
ー
を
発
行
し
た
と
い

う
{
去
の
の
Z
E
@
%
E
o
p
e
a
.

@
突
際
に
は
征
服
桂
、
キ
ジ
ル
バ

Iuγ

ュ
の
み
な
ら
ず
、
大
勢
の
「
タ
l
ジ
l
グ

(晶

N
E
)
」
も
キ
ジ
ル
バ

1
シ
品
と
信
仰
を
同
じ
〈
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
殺

害
さ
れ
、
「シ
1
ア
派
狩
り
〈
品
Z
M
E岳丙
E
)
」
が
横
行
し
た
[
M
J
主
弘
、
ω
E
I

ω
∞ω
]

。

お

わ

り

@
か
つ
て

MZ
H
N
E
E
E
ロ
は
、
キ
ジ
ル
バ

1
シ
品
を
非
難
す
る
際
に
、
呪
週

を
論
拠
と
し
た
〔
久
保
一
九
八
λ
、

一
四
三
可
半
世
紀
を
経
て
も
シ
ャ
イ
バ
!

ソ
朝
下
の
ウ
ラ
マ

1
の
主
張
に
変
化
は
見
ら
れ
ず
、
非
難
の
対
畠
が
キ
ジ
ル
バ
!

シユ

か
ら
住
民
へ
と
拡
大
さ
れ
た
の
み
で
あ
る
.
こ
の
よ
う
な
ウ
ズ
ベ

グ
側
の
認

識
は
、
逆
に
、
当
時
の
マ
シ
品
ハ
ド
に
お
い
て
呪
祖
が
キ
ジ
ル
バ

1
シ
ュ
か
ら
住

民
へ
と
広
ま
っ
て
い
た
証
左
と
な
ろ
う
。

@
ウ
ズ
ベ
グ
草
突
入
の
き
っ
か
け
は
マ
シ
ユ
ハ
ド
の
民
最
で
あ
っ
た
。
一
部
の
民

量
は
世
相
難
の
事
抽
出
に
酎
え
き
れ
ず
、
ま
た

ν
ザ
!
廟
の
財
産
を
横
領
す
る
当
時

の
ハ
l
キ
ム
に
対
す
る
嫌
悪
感
か
ら
塔
の
下
に
穴
を
聞
け
た
[民
吉
E
E
P
E
d
.

こ
の
事
実
か
ら
、
民
諜

ν
ヴ
忌
ル
で
は
サ
フ
ァ
グ
ィ

1
朝
の
支
配
が
銀
付
い
て
い

な
か
っ
た
可
能
性
壱
指
摘
し
得
る
.
こ
れ
は
民
衆
と
有
力
者
肘
の
政
柚
と
の
距
離

の
遣
い
で
は
な
か
ろ
う
か
.

@

こ
の
ウ
ズ
ベ
グ
寧
の
府
殺
行
為
は
後
世
語
り
継
が
れ
て
い
く
中
で
、
住
民
の
三

分
の
ニ
が
殺
告
さ
れ
た
と
宮
わ
れ
る
ほ
ど
に
な
る
[
ミ
t
E
J
2
1
こ
れ
は
明
ら

か
に
誇
張
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
の
位
攻
の
激
し
さ
を
も
伝
え
て
い
よ
う
。

40 (20<;) 

一
六
世
紀
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
シ

1
7
派
化
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な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
イ
ヲ

γ
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7
派
化
と
現
代
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ら
れ
る
ウ
ラ
マ

l
政
治
の
基
礎
を
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り
上
げ
た
一
六
世
紀

の
サ
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朝
下
の
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ラ
ン
内
部
の
状
況
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明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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